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第１章 公共施設マネジメントを進める背景 

１．豊川市の公共施設の現状と課題 

（１）現状 

① 施設の保有状況 

本市が保有している施設(建物)には、市役所や支所のように市の事務所として使用され

ているものや、学校や保育園、体育館、文化会館、公民館、図書館等広く市民に利用されて

いる施設があります。また、コミュニティセンター国府市民館のように高齢者相談センタ

ー、児童クラブ室等いくつかの施設が一つの建物にあるものもあります。 

平成 26年 4月 1日現在、全施設を合わせると 526施設、1,292棟、延床面積 659,400.60

㎡となっています。 

施設分類別の面積割合では、学校教育施設が最も多く、全公共施設のうち 38.1％を占め

ています。以下、公営住宅施設が 13.2％、病院施設が 10.0％、駐車場：駐輪場施設が 6.1％

と多くなっています。 

 

図表 本市の公共施設保有状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設分類 施設数 棟数 延床面積(㎡) 面積割合 施設用途 施設数 棟数 延床面積(㎡) 面積割合

庁舎 5 22 29,631.02 4.5% 庁舎 5 22 29,631.02 4.5%

文化施設 6 13 21,978.47 3.3% 文化施設 6 13 21,978.47 3.3%

健康施設 4 10 4,831.54 0.7%

高齢者福祉施設 9 18 13,378.19 2.0%

障害者福祉施設 4 4 1,302.19 0.2%

その他福祉施設 3 11 4,105.31 0.6%

児童福祉施設 18 19 5,317.87 0.8% 児童福祉施設 18 19 5,317.87 0.8%

保育園 25 60 20,531.57 3.1% 保育園 25 60 20,531.57 3.1%

観光施設 4 24 4,858.96 0.7% 観光施設 4 24 4,858.96 0.7%

駐車場・駐輪場施設 8 10 40,386.45 6.1% 公共駐車場・駐輪場施設 8 10 40,386.45 6.1%

公民館 4 4 3,250.08 0.5%

地区市民館等 31 55 14,334.55 2.2%

老人憩の家 10 10 1,498.87 0.2%

公園 128 155 1,631.67 0.3% 公園施設 128 155 1,631.67 0.3%

公営住宅施設 27 144 86,895.22 13.2% 公営住宅施設 27 144 86,895.22 13.2%

消防施設 48 50 8,282.72 1.3%

防災施設 44 44 1,113.77 0.2%

学校施設 36 423 243,515.99 36.9%

学校給食施設 3 11 7,536.25 1.1%

生涯学習施設 7 14 14,305.40 2.2% 生涯学習施設 7 14 14,305.40 2.2%

体育施設 17 39 24,036.16 3.7% 体育施設 17 39 24,036.16 3.7%

保養施設 1 15 2,108.51 0.3% 保養施設 1 15 2,108.51 0.3%

病院施設 1 7 66,023.00 10.0% 公立病院施設 1 7 66,023.00 10.0%

職員宿舎 3 3 1,141.00 0.2% 職員宿舎 3 3 1,141.00 0.2%

その他施設（倉庫、駅トイレ等） 21 28 5,754.30 0.9%

農業施設 6 6 890.00 0.1%

水道施設 36 55 4,304.00 0.7%

墓園施設 3 4 70.08 0.0%

処分場施設 4 8 1,191.79 0.2%

処理施設 5 21 22,668.50 3.4%

汚水処理施設 5 5 2,527.17 0.4%

合計 526 1,292 659,400.60 100.0% 合計 526 1,292 659,400.60 100.0%

処理施設 14 34 26,387.46 4.0%

学校教育施設 39 434 251,052.24 38.1%

その他施設 66 93 11,018.38 1.7%

公民館等 45 69 19,083.50 2.9%

消防・防災施設 92 94 9,396.49 1.4%

平成26年4月1日現在

保健・福祉施設 20 43 23,617.23 3.6%
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② 施設建築数の推移 

本市が保有する公共施設（病院、職員宿舎は除く。）は、平成 26 年 4 月 1 日現在、

522施設、延床面積約 59万２千㎡を保有し、その多くは第二次高度経済成長期後半から

昭和 50 年代後半にかけて建築された建物が多くを占めています。多くの自治体は高度

経済成長の急激な人口増加を背景に拡大する行政需要に対応するため、さまざまな公共

施設を整備してきました。本市も学校、保育園、公民館、高齢者福祉施設など、その時

代の行政需要に対応してきたが、これらの建物は老朽化が著しく進行しており、平成 26

年度現在、約 53％の施設が築 30 年以上を経過し、10 年後の平成 36 年度には約 73％が

築 30年以上となり、15年後の平成 41年度には約 80％の施設が築 30年以上経過してい

ます。 

 

図表 年度別延床面積、累計延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築年が不明な 13 棟、延床面積 447.16 ㎡は除く 

  

築40年以上 築30年以上 築20年以上 築20年未満

102,780.41㎡ 211,684.19㎡ 119,306.66㎡ 158,018.18㎡

（17.3%） （35.8%） （20.2%） （26.7%）

（平成26年4月1日現在）
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（２）課題 

① 人口減少・少子高齢化への対応 

本市の人口は、平成 32（2020）年には 178,343人（出典：国立社会保障・人口問題研究

所による本市の将来人口推計平成 26 年 3 月）に減少し、65 歳以上の人口割合が 25％を超

え、平成 42（2030）年には人口が 17万人を割り、本格的な人口減少・少子高齢化を迎える

ことが想定されます。 

こうした状況から、今後、施設利用者の総数自体の減少による余剰施設（空きスペース）

の発生が懸念されるとともに、未利用・低稼働の施設が増加するものと見られます。今後、

多くの類似施設を保有しながら適正な維持管理を継続することは、厳しい財政状況や市民

１人当たりの施設維持費負担の増大などから相当困難になると予想されます。 

 

② 厳しい財政状況への対応 

本市の財政状況において、平成 25年度決算における道路・橋りょうなどのインフラを含

めた公共施設の整備にかかる普通建設事業費は 64.1 億円であり、平成 7 年度ピーク時

(167.2 億円)の約 38.3％まで縮小しています。一方、社会保障関係経費である扶助費は

126.4億円であり、平成 13年度から 12年間で約 2.6倍まで増加し、今後も増加していくも

のと予想されます。 

今後も、公共施設の整備に多くの予算を振り分けることは困難であり、生産年齢人口の

減少がますます進むことにより、税負担力が低下し、より一層の公共施設の維持更新経費

に充てられる財源の不足も想定されます。 

したがって、健全な財政運営を図っていくためには、できる限り経費の削減を図るとと

もに、適切な施設の維持管理を図ることが重要となります。 

 

③ 施設老朽化への対応 

本市が保有する公共施設は、第二次高度経済成長期後半から昭和 50年代後半にかけて建

築された建物が多く、こうした建物は老朽化が著しく進行しています。 

今後、建替えや大規模改修などに多額の維持更新経費が必要になることに加え、一斉に

耐用年数を超えて設備投資を集中的に行わなければならない時期を迎えることが危惧され

ます。 

このような状況のもと、今後の多額の維持更新経費に対応するためには、住民にとって

必要な施設で、行政が供給しなければならない施設であるかを見極めて、適正配置を進め

るとともに、維持更新経費の平準化を図るなど、適切な設備投資を行っていくことが課題

となります。 
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２．公共施設マネジメントの必要性 

公共施設を取り巻く課題から、将来にわたり公共施設の適切な維持保全を図るため、持

続可能な公共施設マネジメントを行う必要があります。 

平成 25年 4月 1日現在、本市が保有する 526施設、延床面積約 59 万 2千㎡の公共施設

（病院及び職員宿舎は除く。）については、平成 25 年度から平成 74 年度までの 50 年間に

おける建替え・修繕・大規模改修にかかる費用は、総額 2,667 億円、平均すると 1 年間に

53億 3千万円の事業費が必要となると試算します。これは、現状の公共施設にかかる改修・

改築等経費（平成 23年度決算：21.5億円）の約 2.5倍となり、毎年約 31億 8千万円の財

源が不足する結果となります。 

内訳では、建替えにかかる経費は、50年間の総額で 1,794億円、1年平均は 35億 9千万

円、修繕・大規模改修にかかる経費は、50年間の総額で 873億円、1年平均は 17億 4千万

円となる試算結果となります。特に、建替えのピークを迎える平成 41 年度から平成 52 年

度までの 12年間では、年間約 81億円（うち建替え分約 65億円）の経費が必要となります。

したがって、現在と同じ施設数を今後も維持していくことは、現実的に不可能な状況であ

ることがわかります。 

 

図表 公共施設における将来費用予測（建替え周期 60年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：豊川市公共施設の削減目標及び用途別における施設の方向性（平成 26年 3月） 

 

現状の公共施設をこのまま維持し、また現在の人口（平成 22年：185,785 人）が将来的

に維持されたと仮定した場合、市民１人当たりの負担額（維持更新費用）が 1.1 万円から

2.9万円と年間 1.8万円（2.6倍）も負担が増えることになります。また、現状の維持更新

費用（21.5億円）では現状の公共施設を維持することは不可能であり、現在の 59万 2千㎡

から 23 万９千㎡まで 35 万 3 千㎡（60％）も削減しなければならないことになります。ど

ちらも現状の財政状況や市民に対する行政サービスの提供に大きな影響を与えるため不可

能といえます。 

そのため、「公共施設マネジメント」を行い、今ある資源・資産を最大限に有効活用する

とともに、実現可能な公共施設の保有総量の見直しを行い、行政サービスの維持・向上を図

る必要があります。  
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第２章 公共施設適正配置の目標値、基本方針及び目指

す将来像 

１．豊川市における公共施設マネジメントへの取り組み 

本市では、平成 24年度に「豊川市公共施設白書」を策定し、そこから見えてくる課題や

公共施設の利用状況等の分析及び住民アンケート調査から、施設評価を実施し、公共施設

全体の適正配置に向けた目標等を定めた基本方針「公共施設の削減目標及び用途別におけ

る施設の方向性」を平成 25年度に策定しました。 

今年度は、本方針に基づいて、老朽化施設の統廃合、機能や利用圏域の重複する施設の多

機能化・複合化等への実施プランとなる「豊川市公共施設適正配置計画（以下、「適正配置

計画」とする。）」を策定するものです。 

 

図表 公共施設マネジメントへの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 平成２３年度～ 

平成２４年度 

■白書の対象とする公共施設の抽出と現況調査の実施 

・２０６施設（全施設５３９の内、清掃工場等のプラント系・インフラ

系施設、公園トイレ等の無人・小規模施設、市民病院を除くもの） → 

利用状況、劣化度等の調査 

■施設の基本情報の収集（全５３９施設）  築年数、構造等 

■公共施設白書の策定・公表 

・施設用途別の現況 

・ライフサイクルコストのシミュレーションの提示 

・今後の施設保全のあり方 

平成２５年度 ■施設の評価 

・施設基本情報の各所管課へのフィードバック。特に２０６施設につい

ては、今後予測される大規模改修等の洗い出し、各施設の空きスペースの

状況等の詳細調査を重点的に実施 

・市民アンケート調査結果（平成２５年度上半期実施）の共有及び結果の

解析 

全庁的な施設の長寿命化及び適正化の目標設定 

建物用途別に評価 

・市内に点在する同種施設群ごとの総量の評価 

・同一敷地内に複数棟が存在する施設等（小中

学校・保育園等）の総量を評価 

平成２６年度 ■公共施設適正配置計画の策定 
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２．公共施設の縮減目標 

現状の維持・更新費用（平成 23 年度決算 21.5 億円）を今後も維持した場合は、更新で

きる保有面積が 23.9万㎡（1.3㎡/人）まで減少し、約 35.3万㎡の施設が維持できなくな

り、現状の施設の 60％の施設を減らさなければいけないことになります。 

「豊川市公共施設の削減目標及び用途別における施設の方向性（平成 25 年度策定）」で

の目標値を踏まえ、適正配置計画での再配置に向け、以下の目標値を定めます。 

 

（１）目標の対象施設 

公共施設の縮減目標の対象とする施設は、庁舎、学校、保育園などの一般施設とし、一般

施設以外の施設（プラント系、インフラ系及びその他施設）について、今回、縮減目標値は

設定せず、一般施設と同様に各施設所管課において公共施設マネジメントに取り組むもの

としています。 

 

図表 対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大分類 中分類 削減目標対象施設

計２０６施設

体育施設 体育施設
総合体育館、武道館、一宮体育センター、農業者トレーニングセンター、御津体育

館、小坂井Ｂ＆Ｇ海洋センター、音羽運動公園（管理事務所）

学校教育施設 学校施設 小学校、中学校

生涯学習施設 生涯学習施設 中央図書館、生涯学習会館、民俗資料館、三河天平の里資料館

公営住宅 公営住宅 公営住宅

消防・防災施設 消防施設 消防署本署、分署、出張所

地区市民館等
コミュニティセンター国府市民館、地区市民館、大木会館、新田集会場、文化セン
ター

老人憩の家 老人憩の家

観光施設 観光施設
ふれあい交流館、ウォーキングセンター、御油松並木資料館、赤塚山公園（ぎょぎょ
ランド）

公民館等 公民館 公民館

その他福祉施設 地域福祉センター、社会福祉会館

児童福祉施設 児童館等 児童館、児童クラブ室、交通児童遊園

保育園 保育園 保育園

保健・福祉施設 保健施設
保健センター、健康福祉センター(健康センター）、音羽福祉保健センター（保健セン

ター）、御津福祉保健センター（保健センター）

高齢者福祉施設

高齢者交流施設、ふれあいセンター、高齢者相談センター、稲荷北デイサービスセ

ンター、健康福祉センター（福祉センター）、音羽福祉保健センター（デイサービスセ
ンター）、音羽福祉保健センター（高齢者生きがいセンター）、御津福祉保健センター

（高齢者生きがいセンター）

障害者福祉施設
諏訪西地域活動支援センター、児童発達支援施設、心身障害者小規模授産施設、
障害者入浴施設

庁舎 本庁舎等 本庁舎、一宮庁舎、音羽庁舎、御津庁舎、小坂井庁舎

文化施設 文化会館等
文化会館、桜ヶ丘ミュージアム、勤労福祉会館、音羽文化ホール、御津文化会館、
小坂井文化会館
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（２）縮減目標 

一般施設の将来 50 年間のトータルコスト（建替え：建設後 60 年、大規模改修：建設後

30年、修繕：建設後 15年、45年）は、総額 2,215億円、年平均 44.3億円/年となります。

これを縮減するために、以下の改善項目を実施することとしています。 

 

改善項目①：長寿命化・維持管理コストの見直し 

長寿命化（建替え時期 70 年、大規模改修時期 35 年）及び維持管理コストの見直

し（事後保全から予防保全へ）により 50年間トータルコストが 1,756億円、年平均

35.1億円/年となり、約 20％縮減可能 

改善項目②：複合化・集約化 

施設・機能の複合化・集約化により 20%の面積縮減を見込むことにより、今後の施

設の更新コスト総額 1,488億円、年平均 29.7億円となる。また、建替時に建替単価

を１割抑制することで、さらに年平均 2億円/年縮減する。これにより、年平均 44.3

億円/年を 27.7億円/年に縮減可能 

改善項目③：さらに集約化・複合化＋施設の統廃合推進 

縮減面積を 30%とすることで、年平均 44.3 億円/年を 25.3億円/年に縮減可能 

 

 

 

「縮減目標」 

今後 50年間の一般施設の年平均トータルコストの縮減目標を 43％、 

市の保有面積の縮減目標を 50年間で 30％と設定します。 
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３．公共施設適正配置計画基本方針 

公共施設適正配置計画基本方針として、「豊川市公共施設の削減目標及び用途別における

施設の方向性」を踏まえ、以下の２つの方針を掲げます。 

 

方針１：保有総量の縮減 

方針２：計画的な維持保全による長寿命化等 

 

（１）方針１：保有総量の縮減 

一定の前提条件のもとでの今後の更新等費用の試算では、公共施設の更新等可能な割合

は、事業費ベースで約 40％となり、今後 50年間に耐用年数を迎える公共施設は、事業費ベ

ースで約６割の削減が必要ということになります。この削減を実施すれば、市民に対する

行政サービスの提供に大きな影響を与えます。 

また、現実的には、生産年齢人口の減少により市税収入の増加が見込めず、少子高齢化に

よる扶助費等の社会保障経費の増加などの要因により、財源確保の見通しが立ちません。

そのため、試算結果のとおり耐用年数を迎えた公共施設の全ての更新を実施することは不

可能です。 

そのため、「豊川市公共施設の削減目標及び用途別における施設の方向性」において、保

有総量の縮減に向けて以下を実行することとしています。 

 

・人口減少と少子高齢化の進行に対応するため、老朽化施設の統廃合等による保有総量の

縮減を行う。 

・現在、既に整備に向け計画的な取り組みが進められているものを除き、新規の公共施設

の建設事業はできる限り抑制する。 

・施設の更新時期には、施設の配置状況・利用実態等を踏まえ、必ず複合化、機能転換、

統廃合等の可能性を検討する。 

・公共施設の約 41％を占める学校教育施設を地域ニーズに応じて複合化等有効活用する。 

 

また、上記を推進するための考え方として以下の２点を掲げます。 

 

① 施設重視から機能優先への転換と多機能化・複合化の推進 

公共施設の適正配置にあたっては、「施設ありき」の考え方ではなく、施設の「機能」を

重視し、「機能」はできる限り維持しつつ「施設」は縮減していくという考え方を基本とし

て検討します。 

また、機能や利用圏域の重複する施設については、その稼働率や空きスペースの状況を

検証しつつ整理統合を含めて検討し、用途の異なる施設についても、機能面からの多機能

化・複合化を視野に、効率的な機能配置を検討し、先導的事業につなげます。 

すなわち、一つの施設が一つの機能を果たすという考え方を改め、多機能化・複合化を進

めることにより、延床面積の縮小を図ることを検討します。 
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② 総量縮減に向けた優先順位の整理 

公共施設の総量縮減にあたっては、今後の高齢者人口の増加、児童生徒数の推移、生産年

齢人口の減少に伴う税収入の影響、さらには、中学校区別による施設バランス、行政需要や

市民ニーズの量と質の変化の動向を把握し、社会環境の変化に応じた公共施設再配置の優

先順位づけを行い、公共施設の保有総量の縮減を推進します。 

その際、既存の施設については、時代の変化によって当初の設置目的と現状とのかい離

が発生している場合や類似する施設においては、機能の見直し、廃止を推進します。 

 

（２）方針２：計画的な維持保全による長寿命化等 

平成 27年度策定予定の公共施設長寿命化のための中長期保全計画（以下、中長期保全計

画策定）にあたっては、施設の適正配置にかかる方針、計画を踏まえ、適切な手法による建

物評価を行い、計画的な保全・建物の長寿命化を実行し、工事コスト、運営コストの最適化

による財政負担の縮減と平準化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中長期保

全計画 
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現況のキーワードより 

『人口減少抑制（定住促進）』・『来訪者の増加（交流促進）』 

 

４．実現を目指す将来像 

少子高齢化への的確な対応に加え、人口減少の抑制や来訪者の増加を図るため、「定住」

や「交流」を促進する取り組みが重要となっております。 

この現況を強く意識し、今後の公共施設適正配置の取り組みによって実現を目指す将来

像を『公共施設の新たな価値の創出“人が集い、市民交流を促す場を創造する”』と掲げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設適正配置により実現する将来像 

公共施設の新たな価値の創出 

“人が集い、市民交流を促す場を創造する” 
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第２段階 第３段階 第４段階 ……… 第８段階 

第３章 適正配置計画での取り組み 

１．計画の期間と“３つの重点取組と２つの横断戦略” 

（１）基本的な考え方 

適正配置計画は、長期的な公共施設縮減目標の達成及び、将来像「公共施設の新たな価値

の創出“人が集い、市民交流を促す場を創造する”」の実現に向けた公共施設適正配置の実

施プランに位置付けるもので、平成 27年度から平成 37年度までの今後およそ 10年間にお

ける取り組みを定めます。 

適正配置計画での取り組みについては、今後およそ 10年間での重点度・緊急度が高いも

のを「重点取組」とします。 

 

【計画期間の考え方】 

      

H25～H27 H27～H37 H38～H47 ……… H78～H87 

公共施設適正配置計画 

公共施設中長期保全計画 

公共施設等総合管理計画 

適正配置 

事業 
【ﾓﾃﾞﾙ事業】 

適正配置 

事業 

適正配置 

事業 

適正配置 

事業 

 

重点的な取り組みを定めるにあたっては、「老朽化した施設が多い」「ニーズに対して施

設数が多い」、「余剰スペースが認められる」など、公共施設総量の縮減に向けて重点的に取

り組むべき施設について、施設用途単位に選定します。また、各重点取組を推進するための

横断的な戦略を横断戦略とし、重点的な取り組み及び横断戦略は以下の考え方で選定しま

す。 

 

重点取組 

○概ね 10年から 15年の内に、建替え又は大規模改修時期を迎える施設がある。 

○現在の利用実態において余剰スペースが多いなど有効活用されていない施設、あるいは今

後の人口動向等を見据えた利用想定において有効活用がされないことが見込まれる施設

がある。 

 

公共施設適正配置基本方針に基づいて、施設用途別に優先度を判定し、「重点取組」を選定 

・「施設重視から機能優先への転換と多機能化・複合化の推進」（公共施設の約 41％を

占める学校教育施設を地域ニーズに応じて複合化等有効活用する等）「総量縮減に向

けた優先順位の整理」等 

 

横断戦略 

○公共施設適正配置を進めるためには、市民の間に公共施設の現状及び共通理解が必要です。

また、公共施設適正化の事業の推進は、市民や民間事業者との連携が必要です。横断戦略

についてはこの視点を重視し設定します。 

  

今後 10年間の重点取組と横断戦略 
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（２）「重点的な取組」選定にあたっての検証 

① 公共施設適正配置計画基本方針に基づく検証 

公共施設適正配置計画基本方針を踏まえた、施設用途別の評価と、さらに地域コミュニ

ティの単位となる中学校区別に以下のとおり整理します。 

 

 

 

 

  

公共施設適正配置計画基本方針 

＜保有総量の縮減＞ 

○老朽化施設の根本的な保有総量を削減す

る。 

○新規の公共施設の建設事業はできる限り抑

制する。 

○施設の更新時期には、複合化、機能転換、統

廃合等の可能性を検討する。 

○学校教育施設を地域ニーズに応じて複合化

等有効活用する。 

◆施設重視から機能優先への転換と

多機能化・複合化の推進 

○「機能」はできる限り維持しつつ「施

設」は削減する。 

○機能や利用圏域の重複する施設は、稼

働状況、空きスペースを検証して整理

統合する。 

○用途の異なる施設も機能面から多機

能化・複合化を進め、延べ床面積の縮

小を図る。 

◆総量縮減に向けた優先順位の整理 

【優先順位の視点】  

○人口動向（高齢者人口増加、児童生徒

数の推移、生産年齢人口減少） 

○中校区別の施設バランス 

○行政需要や市民ニーズの量と質の変

化 

市民ニーズ 

アンケートの結果・主な意見 

◆公共施設の複合化には 63.9％が賛成。 

◇旧１市４町の垣根を取り除き、重複施設の統

廃合を進めるべき。 

◇高齢者施設と保育施設を一緒にすることで

双方にプラスに働く。 

◇高齢の方でも近くで手続きができるよう１

施設に多機能性を持たせる。 

◇少子化で学校の空き教室などが利用可能 

◇健康福祉施設と集会施設で共通性のある施

設は、統廃合、複合化を進めるべき。 

◇交通利便の良いところに集会施設、福祉、障

がい、学習施設など多目的に使える大きな施

設を作り、地域の施設を減らす。 

◆公共施設を減らしていく基準は、「利用者が

少ない施設（67.6％）」、「利用されてない空間

を放置している施設（57.9％）」、「同じような

用途が重複している施設（55.9％）」、「一部の

個人・団体にしか使われない施設（55.6％）」 

◇市民の利用状況、市内の配置のバランスを考

慮してほしい。 

◇子どものための施設は大事にしてほしい。 

◇万人の憩の場所になりえる物を優先し特定

の個人、趣味等でしか使われないものは公共

性の観点からも統廃合が望まれる時代にな

っている。 

◆公共施設の建替えや維持管理費軽減の手法

としては、「施設の量を減らし、維持管理や改

修・建替えの費用を削減すること」が 43.0％

と最も多い。 

◆公共施設の統廃合には 57.2％が賛成 

◇どのように減らすかではなく、どのように活

かすかに視点を当てるべき。 

◇本市の場合は、まず施設数を適正な数にする

ことが必要 

◇経費削減ばかりに気を取られないで、よく考

えた上で公共施設を減らしてほしい。 

◇将来の少子化を考慮し、維持できる施設に整

理すべき。 
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公共施設適正配置に向けた課題 

○音羽、御津、一宮中学校区は、旧町時代

のセンター的機能を担っていた施設の

本市中心拠点への移転・集約の検討が必

要 

○小坂井中学校区は、支所庁舎の適正な規

模、配置の検証が必要 

○音羽、御津、一宮中学校区は、保育施設

が老朽化しているため、学区の保育需要

を踏まえた対応の検討が必要 

 

○支所については、庁舎維持の是非も含め、他施設との複

合化や周辺公共施設への機能移転の検討が必要 

○文化施設について、ホールとして重複する機能の集約

化の検討が必要 

○健康福祉センター、福祉保健センターについては、他用

途への機能転換、施設の複合化の検討が必要 

○児童施設については、学校を含む他施設の余剰スペー

ス活用など、単独施設としてのあり方の見直し検討が

必要 

○公民館、地区市民館等については、同一利用圏域単位で

集約化、多機能化の検討が必要 

○東部、南部、中部、西部中学校区に立地

する公民館等の施設について、機能や利

用圏域の重複の検証、行政分野を超えた

複合化、多機能化の検討が必要 

○代田、音羽、御津、小坂井中学校区に立

地する文化施設や生涯学習施設などの

大型施設について、施設のあり方や複合

化、多機能化の検討が必要 

○金屋中学校区は、地区市民館、地域福祉

センターなど実質的に機能重複施設が

近接しているため、機能集約や複合化の

可能性について検討が必要 

○高齢者福祉施設については、高齢化の進行を踏まえつ

つ、提供すべきサービスについての再検証、機能転換、

用途廃止を踏まえた施設のあり方の検討が必要 

○保育園、公民館等については、地域バランスに配慮した

施設配置の検討が必要 

○学校教育施設ついては、児童・生徒数の動向等を踏まえ

ながら、学校の適正規模、適正配置の検討が必要 

○中心拠点への行政のセンター的機能を

持つ施設の集約化と適切な長寿命化対

応の検討が必要 

○地域生活拠点の位置付けや区画整理事

業の進捗を踏まえ、地域ニーズや地域特

性に即した適正な施設配置の検討が必

要 

○東部、南部、西部、小坂井中学校区は、

重点的に耐震化・減災化を進める区域に

指定されているため、公共施設において

も対策の検討が必要 

○本市では、児童数が減少することが予想

されるため学校施設について、人口動向

を踏まえた適正規模等の検証が必要 

 

施設用途別 中学校区別 
○支所、勤労福祉会館は、総合的なあり方検討が必要 

○公立保育所は、民営化の促進と施設の統廃合の検討が
必要 

○老人憩の家は、地元町内会への無償貸付や譲渡、施設廃
止を含めた検討が必要 

○公営住宅は、住宅マスタープランとの整合性を図りつ
つ総量縮減の検討が必要 

○小学校は、長寿命化、必要に応じた他の公共施設との複
合化の検討が必要。中学校は、更新時に適正規模とし、
総量の縮減の検討が必要 

○生涯学習施設は、複合化や他施設への機能集中による
総量縮減の検討が必要 

○体育施設は、地域体育館と近隣学校体育館との共有化、
一般開放の拡大による総量縮減の検討が必要 
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＜公共施設の適正配置に向けた課題図＞ 
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② 今後およそ 10 年間に建替え及び大規模改修の検討を要する主な公共施設 

今後およそ 10年間を見ると、図のとおり、学校教育施設や市営住宅が建替えを検討すべ

き時期に来ているほか、多くの施設で大規模改修の実施を検討する必要が出てきます。 

平成 26年度から平成 37年度までに建築後 60年を経過し、建替え検討の対象となる施設

は、用途別には、小中学校が 13施設、市営住宅が３施設です。 

平成 25 年度時点で建築後 30 年を経過し、早期の大規模改修実施を検討すべき施設は、

庁舎が４施設、小中学校が４施設、公民館等のコミュニティ施設（地域福祉センターを含

む）が 10施設、保育園が５施設、保健・福祉施設が１施設、文化施設、体育施設が各１施

設となっています。さらに平成 37 年度中までに広げると、大規模改修候補の 76 施設中、

小中学校が 27 施設、児童館・児童クラブ室が３施設、コミュニティ施設が 16 施設、市営

住宅が９施設となっており、以上の施設が全体の約 72％を占めます。 

以上から、今後およそ 10年間で、計画的な配置・保全を優先すべき施設に、庁舎、小中

学校の学校教育施設、地区市民館等のコミュニティ施設があげられます。 

また、複合化・多機能化の推進等の公共施設適正配置基本方針に照らしても、地域単位で

再編・保全に取り組むのに適した施設群といえます。 

 

まとめ 

■庁舎は施設数こそ少ないものの、ほぼ全ての施設が早急な老朽化対策が必要とされ

ます。また、地域の行政サービスの拠点であることから、地域単位での施設再編の

中心に位置付けられます。 

■小中学校の学校教育施設は、公共施設全体に占める数も多く、今後 10年間におい

ても対策を講じていくべき施設も多く、重要度が大変高い施設です。また地域コミ

ュニティにとっても重要な施設資源です。 

■コミュニティ施設も小中学校同様、施設数が多いこともありますが、老朽化の進行

が懸念される施設が多い結果となりました。地域単位での施設の再編を通じて、施

設間の機能重複の解消などの期待が大きい施設です。 
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図表 今後およそ 10年間に建替え・大規模改修の検討を要する主な公共施設 

 

今後およそ 10 年間に建替
え時期を迎える、主な公共
施設 （建替え周期：60 年） 

大規模改修（改修周期：30 年）を迎える、主な公共施設 
※修繕は除く 

H25年 
以前 

 

◆H11年：本庁 
◆H13年：牛久保保育園、萩保育園、小坂井北保育園、三蔵子小学校 
◆H14年：一宮庁舎（旧福祉センター）、小坂井生涯学習会館、国府小学校 
◆H15年：御油公民館（公民館）、一宮庁舎（庁舎）、小坂井西小学校、東

上保育園、睦美保育園 
◆H16年：御津生涯学習会館 
◆H17年：東部及び南部地域福祉センター、牛久保公民館 
◆H18年：御津庁舎（庁舎）、豊川公民館 
◆H19年：武道館（武道館）、文化会館（文化会館） 
◆H21年：小坂井庁舎（庁舎）、八南公民館、勤労福祉会館、赤坂小学校 
◆H22年：保健センター（保健センター・機械室） 

音羽生涯学習会館、小坂井文化センター 
◆H25年：御津体育館、一宮体育センター 

H26 
年度 

○小坂井中学校 
（教室棟①-1.-2） 

○赤坂台老人憩の家（老人憩の家） ○東部住宅 
○南部中学校（校舎） ○長沢小学校（特別教室棟） 
○一宮東部小学校（校舎①-3） ○萩小学校（給食室） 
○民俗資料館（資料館） ○一宮庁舎（車庫） 
○消防署西分署（消防庁舎） ○国府東地区市民館（地区市民館） 
○農業者トレーニングセンター 

H27 
年度 

 

○本庁舎（北庁舎） ○萩小学校（校舎①-2） 
○金屋中学校・東部中学校（校舎） 
○農業者トレーニングセンター（体育館） 
○市田地区市民館・御馬地区市民館（地区市民館） 

H28 
年度 

○小坂井東小学校 
（校舎） 

○萩小学校（校舎①-1） 

○御津南部小学校（倉庫） ○桜木小学校（校舎） 
○御津南部小学校（教室棟等） ○武道館（体育館） 
○曙住宅 ○一宮生涯学習会館（会館） 
○萩地区市民館・豊地区市民館（地区市民館） 
○老人憩の家みやじ荘（複合施設） 

H29 
年度 

○小坂井東小学校 
（図工室） 

○御津南部小学校（屋内運動場等） ○中部小学校（校舎） 
○一宮南小学校（校舎） ○老人憩の家白萩荘（複合施設） 
○御油松並木資料館（資料館） ○代田地区市民館（地区市民館） 
○長沢地区市民館（地区市民館） 

H30 
年度 

○日暮住宅 
○小坂井西小学校 
（北校舎） 

○弥生住宅 ○南部中学校（柔剣道場・部室） 
○御津北部小学校（特別教室等） ○東部小学校（屋内運動場） 
○萩小学校区児童クラブ室（児童クラブ室） 
○老人憩の家喜楽荘（複合施設） 

H31 
年度 

○大恩寺住宅 
○一宮保育園（園舎） ○第二曙住宅 
○諏訪地区市民館（地区市民館） ○御津中学校（特別教室棟） 

H32 
年度 

○日暮住宅 
○小坂井中学校 
（教室棟①-3） 

○一宮東部小学校 
（校舎①-1） 

○上野住宅 
○西部中学校・東部中学校（柔剣道場・部室・射場） 
○総合体育館（体育館） 
○いちのみや児童館（児童館） 
○一宮東部老人憩の家（老人憩の家） 

H33 
年度 

○中部小学校 
○一宮西部小学校 
（校舎①-1） 

○睦美住宅 ○消防署本署（消防署訓練塔 B棟） 
○一宮中学校・金屋中学校・代田中学校（技術材料室・柔剣道場等） 
○こざかい児童館（児童館） ○国府小学校（プール管理棟） 

H34 
年度 

○小坂井西小学校 
（工作室） 

○赤塚山公園（野外ステージ、更衣棟）  
○諏訪西地域活動支援センター（養護施設上階住宅） 
○一宮西部老人憩の家（老人憩の家） 
○諏訪西住宅・御油住宅 ○金屋南地区市民館（地区市民館） 
○音羽運動公園（管理事務所） ○武道館（弓道場） 
○御津南部保育園（園舎） ○一宮中学校・西部中学校（校舎） 

H35 
年度 

 
○中部中学校（柔剣道場等） ○小坂井文化会館 
○赤塚山公園（水族館） 
○南部高齢者相談センター（社会福祉施設） 

H36 
年度 

○東部小学校（校舎） 
（改築中） 

○ふれあいセンター ○千両住宅（B棟） 
○御津文化会館 

H37 
年度 

○一宮東部小学校 
（校舎①-2） 

○三蔵子小学校 
（教室棟①-3） 

○音羽中学校（校舎） 
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（３）３つの重点取組と個別方針 

今後１０年間に重点的に取り組み、展開する施設用途に、「庁舎等」、「コミュニティ施設」、

「学校教育施設」を選定し、適正配置に向けた取組内容及び個別方針を以下に示します。 
 

重点取組１：市全体の行政サービスの見直しと庁舎等の機能集約・施設転用 

対象施設：本庁（本庁舎・北庁舎）、一宮庁舎、音羽庁舎、御津庁舎、小坂井庁舎 

○本庁は、市行政のセンター機能を担うもので、行政組織の集約・統合を図る必要があり

ます。特に、本庁舎は築 40年以上が経過しており老朽化が進んでいます。 

○音羽庁舎は、施設の状態は良いものの施設利用が低い状況にあります。 

○一宮庁舎、御津庁舎、小坂井庁舎は、築 30 年が経過しており老朽化が進んでいます。

また、旧議場や委員会室等は利活用が困難なため空きスペースとなっており、余剰施

設となっています。 

【重点取組１：基本的な考え方】 

⇒ 支所庁舎は、当該地区の市民が利用している施設であるため、現在支所で提供し

ている行政サービス機能（窓口機能）は他施設への集約等により維持しつつ、施

設総量を縮小します。 

⇒ 建物が継続利用できる支所については、他用途への転用や多機能化・複合化の拠

点として活用することを検討します。 

 

重点取組１を進めるにあたっての個別方針を以下のとおり定めます。 

 

方針１：本庁への機能集約と各支所庁舎に配置すべき機能の明確化 

○現在の本庁、各支所庁舎に分散している行政サービス機能について、体制・組織のあり

方を含め適切な機能配置に全庁的に検討し、本庁に集約すべき機能、支所単位に配置

すべき機能を明確にします。 

○音羽支所、一宮支所等に分散している行政機能など、センター機能を担うべき機能（集

約・統括）については、本庁及び本庁舎周辺への移転を検討します。 

○支所機能については、現在の支所機能にとらわれることなく地域づくりや地域住民の

利便性、福祉向上、市全体の防災対策などの観点から行政サービスの優先度、体制・組

織のあり方、サービス提供の方法を検討し、必要な行政サービス機能を検討します。 

 

方針２：支所庁舎は、余剰スペースの活用、複合化、施設転用、廃止を推進 

○支所庁舎は、現在、国等への一時的に貸付している空間を含め、余剰スペースが多くあ

ります。余剰スペースは、適切な維持管理・保全、長寿命化を推進する上でも課題とな

るため、積極的な活用が必要です。 

○余剰スペースについては、コミュニティ施設等の移転による複合化や転用の可能性に

ついて改修費用を含めた費用対効果等の検討を行い施設の複合化や転用を推進します。 

○各支所単位で必要な行政サービス機能の配置の必要がなく、コミュニティ施設以外の

用途（官民問わず）による活用を見いだせない支所庁舎については、廃止します。 
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■個別方針を踏まえた適正配置に向けた再編イメージ 

個別方針を踏まえた適正配置に向けた再編のあり方として、以下のような想定が考えら

れます。 

 

◆支所機能の再検討により、地域へのサービスだけでなく、市の出先機関としての活

用が必要な場合 

【機能継続・拡充】 

 

 

 

 

 

◆支所機能の再検討により行政サービス機能が必要であるが、規模が小さくても十分

な場合 

【部分転用・複合化】 

 

 

 

 

 

 

 

◆支所機能の再検討により行政サービス機能が必要であるが、他施設での対応が可能

な場合 

【全部転用・複合化】 

 

 

 

 

 

 

 

◆支所機能の再検討により行政サービス機能の必要性がない、又は行政サービス機能

は必要であるが、他施設での対応が可能で、他用途としての活用可能性がない場合 

【廃 止】 

 

 

 

 

  

新たな機能を持つ

支所として再生 
庁舎 

 
行政サー

ビス機能 

他施設に 

転用 

 

行政 

サービス 

機能 

庁舎 

 

他施設に転用 

 

行政サービス機能は

他施設で対応可能 

庁舎 

 

廃止 

 

行政サービス機能が不要、又

は他施設で対応可能 

庁舎 

 

行政サー

ビス機能 

行政サー

ビス機能 

行政サー

ビス機能 
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■今後 10 年間の取り組みの方向性 

個別方針を踏まえ、各施設における今後およそ 10年間の適正配置に向けた取り組みの方

向性を以下のとおり整理します。 

 

図表 今後 10年間の取り組みの方向性 

庁舎等 方向性 

本庁（本庁

舎・北庁舎） 

・行政サービス機能の強化、向上について、体制・組織も含めて全庁的な

検討を早急に行い、本庁に集約・統括すべき機能については、本庁及び

本庁舎周辺への移転を進めます。 

・上記の検討を踏まえ、本庁再整備のあり方について方向性を決めます。 

一宮庁舎 

・分散している組織（上下水道部）の本庁への集約化又は本庁舎周辺の他

の施設への移転を検討します。 

・分散している組織が移転した時点で、施設の構造体耐久性等を踏まえ、

他用途への転用や支所庁舎内の行政サービス機能を周辺公共施設に移転

を検討し、現庁舎施設は廃止を含めて検討します。 

音羽庁舎 

・分散している組織（教育委員会）の本庁への集約化又は本庁舎周辺の他

の施設への移転を検討します。 

・分散している組織が移転した時点で、必要な行政サービス機能を残し、

空きスペースにはコミュニティ施設の集約や民間活用を検討します。 

御津庁舎 

・国等の出先機関等の借用要望がある間は、借用を継続します。 

・国等の出先機関が転出した時点で、施設の構造体耐久性等を踏まえ、他

用途への転用や支所庁舎内の行政サービス機能を周辺公共施設に移転を

検討し、現庁舎施設は廃止を含めて検討します。 

小坂井庁舎 

・施設の構造体耐久性等を踏まえ、他用途への転用や支所庁舎内の行政サ

ービス機能を周辺公共施設に移転を検討し、現庁舎施設は廃止を含めて

検討します。 
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重点取組２：機能重複するコミュニティ施設の集約・統廃合 

主な対象施設：公民館、生涯学習会館、地区市民館等集会施設、 

児童館等の児童福祉施設、東部・西部地域福祉センター 

○対象となるコミュニティ施設については、施設用途が異なっても重複する機能を持っ

た施設が複数あります。 

【重点取組２：基本的な考え方】 

⇒ 機能集約にあたっては、施設用途に応じて小学校区や中学校区のコミュニティ施

設の配置等の実態を踏まえつつ、施設用途を超えた機能集約を図ります。 

⇒ 施設利用の実態（利用者数等）や諸室単位の稼働率等を見ながら、機能集約を検

討し施設の統廃合を進めます。 

⇒ 機能集約や施設の統廃合に伴い、複合化や多機能化を進め、市民交流を図りつつ

市民のコミュニティ形成を促進するための拠点とします。 

 

重点取組２を進めるにあたっての個別方針を以下のとおり定めます。 

 

方針１：同一中学校区内のコミュニティ施設は機能統合による集約化の推進 

○コミュニティ施設として分類する公民館、地区市民館等は、同一中学校区にそれぞれ

立地し、集会室、会議室など諸室の機能面で重複が多く見られます。 

○諸室の機能面で重複については、所管等の設置・管理上の縦割りを超えて、機能集約を

図り施設の再編を進めます。 

○機能集約は、それぞれの施設の諸室単位の稼働率等を勘案して、住民の利用機会の維

持を図りながら行います。 

 

方針２：新規整備を行わず既存施設への集約化を原則 

○機能集約に当たっては、新規整備よりも小中学校の空きスペースの活用、支所庁舎空

きスペースの活用等、既存施設の改修等による対応を優先します。 

○上記で対応が困難かつ新規整備の方が望ましい場合は、新複合施設を検討します。 

 

方針３：稼働が低く利用者が限定される施設は、廃止又は地縁団体等へ施設譲渡

を原則 

○老人憩の家は、利用者が少なく限定されています。地域の集会等に使われることが多

いため、機能は集約し、施設の転用・譲渡を推進します。 

○東部・西部地域福祉センターについては、利用はあるものの提供されているサービス

や施設機能は専用施設でなくても提供可能なため方針１に基づいて他施設と機能統合

します。 
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■個別方針を踏まえた適正配置に向けた再編イメージ 

個別方針を踏まえた適正配置に向けた再編のあり方として、以下のような想定が考えら

れます。 

   

 

  

公民館 

児童館・児童

クラブ室 

地域に施設を譲渡 

地域に管理を移管 

老人憩の家 老人憩の家 

 

地域の学校に複合化 

児童館等 

地区市民館等 

東部・西部 

地域福祉センター 

生涯学習会館 

小中学校 

学校 

 

学 

庁舎 

 

学 

生涯学習会館 

集約・複合化に 

より面積縮減 
 

新複合施設整備

により面積縮減 

 新複合施設 

【新規】 

地区市民館等 

地域福祉センター

等 

 

生涯学習会館等 
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■今後 10 年間の取り組みの方向性 

上記の方針を踏まえ、各施設における今後 10年間の適正配置に向けた取り組みの方向性

を以下のとおり整理します。 

 

図表 今後 10年間の取り組みの方向性 

施設 方向性 

公民館 

・施設規模の大きさから中学校区内のコミュニティの中心的役割を

期待されるため、施設の複合化や多機能化により施設再編を推進し

ます。 

地区市民館 

・小単位での地域コミュニティの拠点となっており、地域の防災拠点

としての役割も期待されています。これら期待される役割を踏まえ

つつ、現施設の施設・設備の状況を勘案し、施設の建替・改修だけ

でなく、公民館等への機能移転・集約を含めた施設再編を推進しま

す。 

生涯学習会館 

・施設規模の大きさから中学校区内のコミュニティの中心的役割を

期待されるため、施設の複合化や多機能化により施設再編を推進し

ます。 

東部・西部地域

福祉センター 

・機能統合して集約し、施設はコミュニティ施設への転用を検討し、

施設存続の必要性が低ければ廃止も含めて施設再編を推進します。 

老人憩の家 

・施設設置当時の目的と利用現況を踏まえ、他施設等への転用を検討

するとともに、地域住民との合意形成を図りつつ、地域の組織に譲

渡等を推進します。 

児童館等 
・地域の子育ての拠点として、小学校等の機能連携や適切な運営がし

やすい施設への複合化など施設再編を推進します。 
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重点取組３：人口減少に伴う学校教育施設等の総量縮減と多機能化の推進 

対象施設：学校教育施設 

○コーホート要因法による本市の推計人口によると、平成 47 年には約 17.2 万人と平成

22年の人口約 18.6万人と比べ、7%以上減少すると推計されます。特に音羽、御津、小

坂井の中学校区については 10％以上減少すると推計されます。 

○人口減少とともに少子高齢化が進み、市全体の年少人口が平成 47年には約 2.3万人と

平成 22 年に比べ約 17％減少します。特に中部、音羽の中学校区については 20％以上

減少すると推計されます。そうしたことから、将来的に小中学校の校舎の余剰空間が

発生します。 

【重点取組３：基本的な考え方】 

⇒ 小学校区は、地域コミュニティの単位の１つとなっています。そのため、学校

施設の余剰空間の発生に合わせて、施設の劣化状況等を踏まえつつ、重点取組

２で示したようなコミュニティ施設との複合化やコミュニティ施設への転用を

図ります。 

⇒ また、建替えにあっては、将来人口や年齢構成等を踏まえ、機能重視とともに

適正規模を徹底します。 

 

重点取組３を進めるにあたっての個別方針を以下のとおり定めます。 

 

方針１：学校の統廃合については、年少人口の減少を踏まえ全庁的な方針を決定

し、面積の削減や施設再編を推進 

○学校の再編は地域住民をはじめとする広範な市民合意が必要と考えられます。また、

老朽化など物理的な耐用年限の問題もあり、全庁的に方針を早急に定め、施設再編を

進めるとともに、特に普通教室や特別教室及び図書室等の整備方針を明確にすること

が必要です。 

○人口減少・少子化により今後、急速に児童・生徒数が減少し、クラス替えのできない学

年１クラスの発生、部活動でのチーム維持ができないなど教育面で影響も出ます。 

○そのため、小学校は、複式学級の発生が予測される時点で学校の統合・転用を検討する

など、具体的な再編方針を定め施設再編を推進します。 

 

方針２：児童・生徒数の減少により今後発生する空き教室は、複合や多機能スペ

ースとして活用を原則 

○児童・生徒数減少から、今後空き教室の発生が懸念されます。余剰スペースについは、

全庁的な検討を踏まえた上で、コミュニティ施設等の他用途による活用やフレキシブ

ルな活用を図り、複合化、多機能化のスペースとしていきます。 

○複合化に当たっては、当該地域の児童館や児童クラブ、保育園の複合を優先し、子ども

たちにとっては利便性が高く、保護者にとっては安心できる施設としていきます。 
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■個別方針を踏まえた適正配置に向けた再編イメージ 

方針を踏まえた適正配置に向けた再編のあり方として、国においても学校施設と他の地

域施設との複合化の方向性が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設老朽化対策ビジョンによる他の公共施設との複合化イメージ（文部科学省）平成 25年 3月 

 

■今後 10 年間の取り組みの方向性 

上記の方針を踏まえ、各施設における今後 10年間の適正配置に向けた取り組みの方向性

を以下のとおり整理します。 

 

図表 今後 10年間の取り組みの方向性 

施設 方向性 

小学校 

・児童・生徒数の減少に応じて面積の削減を図るとともに、複式学級

の発生が予測される時点で学校の統合・転用を検討するなど明確な

再編ルールの策定 

・余剰スペースについては、他用途との複合や多目的な活用を図りま

す。 

中学校 
・現状の施設数を維持するが、面積の削減を図るとともに余剰スペー

スは他用途との複合や多目的な活用を図ります。 

  

 学校施設 
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（４）２つの横断戦略 

重点的な取組の展開を図るための戦略として、以下の２つの戦略を位置付けます。公共

施設適正配置を進めるためには、市民や事業者の理解、連携が重要となります。 

 

横断戦略１：見える化・見せる化による問題意識の共有 

○公共施設の適正化を図るためには、広く市民の理解を得ることが必要です。理解を得

るためには、公共施設の現状や課題、今後取り組まなければならないことなど公共施

設に対する問題意識を醸成、共有することが必要です。 

○問題意識を共有するためには、公共施設に関わる諸問題を分かりやすく伝える「見え

る化」が必要です。また、「見える化」するだけでなく、公共施設に関わる問題や適正

配置に関わる話題を積極的に発信し、情報の「見せる化」により共有化を促進していく

ことも重要になります。 

 

 

 

 

 

  

【横断戦略１：基本的な考え方】 

⇒ 「見える化」にあたっては、公共施設適正配置計画ニュースによる検討状況の発信、

マンガによる意識啓発などを進め、世代にかかわらず公共施設の現状や課題を分か

りやすく発信します。あわせて、公共施設適正配置計画策定後について、モデルエ

リアの検討結果などを構想図として分かりやすく示します。 

⇒ 「見せる化」にあたって、公共施設適正配置計画を策定し、地区毎の説明や施設利

用者への説明などにより、市民と対話を通して公共施設適正化にかかる情報を共有

しながら、実際の適正配置事業を推進します。 

広報とよかわ 全戸配布 

平成 26年 8月 15 日号 

市役所本庁舎・各庁舎、

各公民館の９箇所に設置 
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横断戦略２：市民・民間事業者との連携による効率的・効果的な施設管理 

○公共施設適正配置に関わる各種事業は、市のみの検討、判断、実行では限界がありま

す。そのため、施設の適正配置にかかる事業においては、当該施設周辺の地域の人との

ワークショップ等による協働、民間事業者が持つ施設整備や施設管理のノウハウを活

用など、効率的・効果的な施設整備や施設管理を進めます。 

 

 

  
【横断戦略２：基本的な考え方】 

⇒ 民間事業者のノウハウや資金の活用 

・施設更新にかかる整備、施設の改修等の整備にあたっては、PFI 事業の導入、余剰

となる公有地の売却を含めた事業、民間が整備した施設の賃貸による公共施設、

公共施設の一部を民間に貸付けて賃料収入を得るなど公民連携型（PPP）の事業実

施を図ります。 

⇒ 施設の管理手法 

・主に地域住民が利用するコミュニティ施設については、施設を地域に譲渡し、施

設の維持管理・運営を含めて施設管理を地域に移管することを検討・推進します。 

・指定管理者制度等の民間主体の施設管理を拡大するとともに、利用料金の見直し

や余剰床の貸付を含めた事業スキームの構築を行い、公共施設からの収入拡大を

検討・推進します。 

⇒ 民間施設の利活用 

・コミュニティ施設の地域移管、スポーツ施設等について民間施設を活用し、民間

施設の利用料金への補助に切り替えるなど、施設を持たずに機能を継続すること

も検討・推進します。 
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２．モデルエリアの選定 

“３つの重点取組”を中心に今後 10年間の公共施設適正配置を実施していく上で、施設

用途等の枠を超えて、合意形成を得ながら横断的に進めていくためには、地域コミュニテ

ィ単位での取組が有効です。市内 10 の中学校区を地域コミュニティの単位・エリアとし、

この中から今後 10年間において優先度の高いエリア「モデルエリア」を選定します。 

モデルエリアは、以下の考え方から選定します。 

 

（１）モデルエリア設定の考え方 

公共施設の適正配置に向け、“３つの重点取組”の確実な実施を視点に、地区単位あるい

は施設用途単位での効果的な施設配置（施設量の縮減、複合化・多機能化）が期待できるエ

リアをモデルエリア候補として選定します。 

 

① 施設の視点 

◆同一利用圏域において機能の重複が顕著な施設 

◆概ね 10年から 15年のうちに建替え又は大規模改修の時期を迎える施設 

◆現在の利用実態において有効利用がされていない（余剰空間がある）施設又は今後

の人口動向等を見据えた利用想定において有効利用が図られない（余剰空間が発生

する）見込みの施設 

 

② まちづくりの視点 

◆拠点地区形成等により一層の機能集約が求められる、又は、重点的な耐震化・減災化

等の対策が求められるなど、まちづくりとの一体的な取り組みとして公共施設の適

正配置の推進が期待できる。 
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（２）モデルエリア候補の設定 

選定の考え方を踏まえ、以下の５エリアをモデルエリア候補として選定します。 

① 東部・金屋エリア 

選定のポイント 

今後 10年以内に建替え（建）や

大規模改修（改）時期を迎える

施設候補等 

 金屋学区では地区市民館や東部地域福祉センターなど機

能重複施設が近接、東部中学校区においても、金屋中学

校区と隣接する学区西側に複数の公民館等が立地【機能

重複】・【コミュティ施設の集約】 

 東部学区では豊川駅周辺の地域生活拠点であり中心市街

地の一角を形成するエリアにおいて人口動向等を見据え

た施設の適正配置が課題、金屋学区では姫街道沿道の都

市景観の向上が課題【まちづくりとの一体的な取り組み】 

(改)豊川公民館 

(改)東部中学校 

(改)睦美保育園 

(改)三蔵子小学校 

(改)東部地域福祉センター 

(改)金屋中学校 等 

今後の人口動向 

○20年後には、本市の人口は 1万 3 千人以上も減少し、そのうち年少人口は 5 千人あまりの減

少となる見込みです。 

○東部・金屋エリアでも１割弱（約 2,300 人）の人口減少となり、50 年後には、さらに人口減

少が進むことと見込まれます。 

② 一宮エリア 

選定のポイント 

今後 10年以内に建替え（建）や

大規模改修（改）時期を迎える

施設候補等 

 一宮支所など旧町のセンター的機能を担っていた施設が

各所に立地【市中心拠点との機能重複】 

 三河一宮駅周辺の地域生活拠点への区画整理事業等に合

わせた必要機能の維持・集約化が課題【まちづくりとの

一体的な取り組み】 

 学校施設や保育施設の老朽化、今後の児童・園児数の減

少を見据えた適正規模の検証が必要【余剰空間活用】 

(建)一宮東部小学校 

(建)一宮西部小学校 

(改)一宮庁舎 

(改)東上保育園 

(改)農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

(改)一宮生涯学習会館 等 

今後の人口動向 

○20年後には、本市の人口は 1万 3 千人以上も減少し、そのうち年少人口は 5 千人あまりの減

少となる見込みです。 

○一宮エリアでも１割弱（約 1,400 人）の人口減少となり、50年後には、さらに人口減少が進

むことと見込まれます。 

③ 音羽エリア 

選定のポイント 

今後 10年以内に建替え（建）や

大規模改修（改）時期を迎える

施設候補等 

 １人当たり施設面積は市平均を大きく上回る【総量圧縮】 

 音羽支所や音羽福祉保健センターなど旧町のセンター的

機能を担っていた施設が各所に立地【市中心拠点との機

能重複】 

 学校施設や保育施設の老朽化、今後の児童・園児数の減

少を見据えた適正規模の検証が必要【余剰空間活用】 

(建)萩小学校 

(改)音羽生涯学習会館 

(改)萩保育園 

(改)赤坂保育園・長沢保育園 

(改)赤坂小学校 

(改)音羽中学校 等 

今後の人口動向 

○20年後には、本市の人口は 1万 3 千人以上も減少し、そのうち年少人口は 5 千人あまりの減

少となる見込みです。 

○音羽エリアでも１割以上（約 1,000人）の人口減少となり、50 年後には、さらに人口減少が

進むことと見込まれます。 
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④ 御津エリア 

選定のポイント 

今後 10年以内に建替え（建）や

大規模改修（改）時期を迎える

施設候補等 

 １人当たり施設面積は市平均を上回る【総量圧縮】 

 御津支所や御津福祉保健センター、文化会館など旧町の

センター的機能を担っていた施設が各所に立地【市中心

拠点との機能重複】・【余剰空間活用】 

 御津駅周辺の地域生活拠点における地域コミュニティ施

設の適正配置（公民館等の機能重複の適正化を含めて）

が課題【コミュティ施設の集約】・【まちづくりとの一体

的な取り組み】 

 学校施設や保育施設の老朽化、今後の児童・園児数の減

少を見据えた適正規模の検証が必要【余剰空間活用】 

 御津体育館は、地域体育館や近隣体育館との共有化との

検証が課題【機能重複】 

(建)日暮住宅 

(建)大恩寺住宅 

(改)御津庁舎 

(改)御津生涯学習会館 

(改)御津南部小学校 

(改)御津北部小学校 

(改)御津中学校  

(改)御津文化会館 等 

今後の人口動向 

○20年後には、本市の人口は 1万 3 千人以上も減少し、そのうち年少人口は 5 千人あまりの減

少となる見込みです。 

○御津エリアでも１割以上（約 1,600人）の人口減少となり、50 年後には、さらに人口減少が

進むことと見込まれます。 

⑤ 小坂井エリア 

選定のポイント 

今後 10年以内に建替え（建）や

大規模改修（改）時期を迎える

施設候補等 

 小坂井支所や小坂井文化会館など旧町のセンター的機能

を担っていた施設が立地【市中心拠点との機能重複】・【余

剰空間活用】 

 学校施設の老朽化が進行、施設の長寿命化とともに、建

替えや大規模改修に合わせた地区内施設の適正配置が検

討課題【建替え・大規模改修の対策】 

 鉄道駅周辺への地域拠点機能の集積が課題【まちづくり

との一体的な取り組み】 

(建)小坂井中学校 

(建)小坂井東小学校 

(建)小坂井西小学校 

(改)小坂井庁舎 

(改)小坂井生涯学習会館 

(改)小坂井北保育園 等 

今後の人口動向 

○20年後には、本市の人口は 1万 3 千人以上も減少し、そのうち年少人口は 5 千人あまりの減

少となる見込みです。 

○小坂井エリアでも１割以上（約 2,400人）の人口減少となり、50年後には、さらに人口減少

が進むことと見込まれます。 
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３．モデルエリアと重点取組に基づく施設評価 

（１）評価の考え方 

公共施設適正配置による将来像の実現に向け、今後およそ 10年間における“３つの重点

取組”と“２つの横断戦略”を確実に実施していくため、モデルエリア候補（５エリア）に

ついて、公共施設の多面的な評価を行い、２～３地区をモデルエリアに設定します。 

また、“３つの重点取組”の対象となる施設用途を「重点取組施設」として、取組の事業

化に向けた課題を抽出し、各用途内での優先度を選定するための評価を行います。 

 

①「モデルエリア」評価の考え方 

モデルエリア候補の５地区（東部・金屋エリア、一宮エリア、音羽エリア、御津エリア、

小坂井エリア）については、以下の考え方に基づき評価します。 

◆「防災力」「施設を取り巻く環境」「施設の老朽化、コスト建替え・改修等にかかるコス

ト」「施設利用率」の４つの視点から、モデルエリア候補内の各施設について数値化し、

それらを総合的に評価することで、重点的・優先的に公共施設の適正配置に取り組む

べきモデルエリアを抽出します。 

 

②「重点取組施設」評価の考え方 

◆重点取組に設定した「庁舎等」、「コミュニティ施設」、「学校教育施設」の各施設用途に

ついて「施設状況（劣化度、構造体耐久性、老朽度）」「利用者数」「職員１人当たりの

施設面積」「施設の近接性」「交通利便性」の観点で施設毎に施設評価を実施します。 

◆施設評価の結果、「庁舎等」、「コミュニティ施設」、「学校教育施設」の施設用途毎に重

点的・優先的に適正配置に取り組むべき重点取組施設を抽出します。 
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（２）モデルエリアの選定 

① 評価の項目と方法 

モデルエリア候補毎に、各評価項目に基づき評価します。公共施設の機能として横断的

なものであり、地域において重要性が高い防災力の視点などを踏まえた評価項目を設定し

ます。下記の項目について、評価・数値化を行い、項目毎に偏差値化し、その平均値により

総合的な評価を行います。 

 

図表 モデルエリアの選定方法 
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①延焼危険性 

②災害時行動困難性評価 

③避難所収容人数割合 

施設を取り巻く環境  
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化 
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化 
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目
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④駅からの徒歩圏施設数 

○地域の施設が市民に十分

に利用されているか 

⑩市民意向による施設利

用率 

○地域内の施設が利用し

やすい立地にあるか、ま

た、人口減少による施設

再編の必要性が高いか 

 

⑤人口増減 

⑥施設老朽度 

⑦施設劣化度 

⑧１人当たり施設面積 

⑨１人当たりＬＣＣ 

地域の防災力 

 

 

 

 

 

○防災力の高い市街地と

なっているか 

○安全な避難所が十分に

確保されているか 

施設の老朽化・コスト 

○地域内の施設の劣化度

等が高いか、また、地域

人口に対して過剰に供

給されていないか 
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○各エリアの「庁舎等」、「コミュニティ施設」及び「学校教育施設」の３つの重点取組施

設とともに、文化施設・公営住宅・体育施設等の豊川市公共施設白書に基づく施設を評

価します。 

 

図表 モデルエリア評価項目一覧 

評価項目 分析項目 

防
災
力 

①延焼危険性 

 
豊川市密集市街地整備事業 

【出典】 

○豊川市密集市街地整備事業の調査で実施している延焼危険性評

価結果より、延焼危険性の高い街区面積の割合を評価。 

○エリア別延焼危険面積（0.3%/㎡以上）÷エリア別市街化面積を算

出し、エリア毎に偏差値化して評価 

②災害時行動困難性評価 

 
豊川市密集市街地整備事業 

【出典】 

○豊川市密集市街地整備事業の調査で実施している災害時行動困

難性評価結果により、行動困難性の高い街区面積の割合を評価。 

○エリア別行動困難面積（30%/棟以上）÷エリア別市街化面積を算

出し、エリア毎に偏差値化して評価 

③避難所収容人数割合 

 

 
豊川市地域防災計画 

【出典】 

○エリア毎の人口（H22 年）に対する指定避難所等（指定避難所と

福祉避難所）に位置付けられている施設の収容人数の割合を評価 

○エリア毎に指定避難所等における一時避難可能な収容人数の合

計（市有施設以外も含む）÷H22 年エリア別人口を算出しエリア

毎に偏差値化して評価 

施
設
を
取
り
巻
く
環
境 

④駅からの徒歩圏施設数 

図上計測 
【出典】 

○エリア毎に駅から徒歩 10 分（800ｍ）以内の施設数を評価 

○エリア毎に駅から 800ｍ以内の施設数の割合を算出し偏差値化し

て評価 

⑤人口増減 

国勢調査、市推計資料 
【出典】 

○将来人口の増減率を評価 

○エリア別 H37 年人口÷エリア別 H22年人口を偏差値化して評価 

施
設
の
老
朽
化
・
コ
ス
ト 

⑥施設老朽度 

豊川市公共施設白書 
【出典】 

○エリア内の施設の老朽度を築年数から評価 

○エリア内の全施設の残耐用年数平均を偏差値化して評価 

○複数棟ある施設は、主な棟の残耐用年数の平均を施設の値とした 

⑦施設劣化度 

豊川市公共施設白書・施
設評価シート 【出典】 

○過去の施設評価シートによる建物劣化評価をエリア毎に評価 

○エリア内の全施設の建物劣化評価の平均値を偏差値化して評価 

○複数棟ある施設は、主な棟の劣化度の平均を施設の値とした 

⑧１人当たり施設面積 

豊川市公共施設白書、国
勢調査    【出典】 

○エリア毎の１人当たり公共施設の床面積で評価 

○エリア別公共施設面積の合計÷H22 エリア人口を偏差値化して評

価 

⑨１人当たりＬＣＣ 

 
豊川市公共施設白書 

【出典】 

○エリア毎の１人当たり公共施設のＬＣＣを評価 

○エリア別ＬＣＣ※合計÷H22エリア別人口を偏差値化して評価 

※ＬＣＣ:建物の企画から廃棄までの生涯に至る過程（ライフサイクル）で

必要な経費の合計額をいう。「ＬＣＣ（Life Cycle Cost）」 

○複数棟ある施設は、全ての棟のＬＣＣ合計値の施設の値とした 

施
設
利
用
率 

⑩市民意向による施設利用

率 

豊川市公共施設白書 
【出典】 

○アンケートによる「本庁・支所」、「公民館や地区市民館等」、「生

涯学習館」のそれぞれの利用率の偏差値を算出し、３用途の平均

を偏差値化して評価 
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② モデルエリアの評価 

＜防災力にかかる評価＞ 

○小坂井エリアは、いずれの評価においても偏差値が 50を下回っています。 

○評価の平均では、御津エリア、小坂井エリアが偏差値 50を下回っています。 

 

図表 防災力評価 

エリア 
延焼危険性 

（市街地面積に占める延焼

0.3％㎡以上面積割合） 

行動困難性 
（市街地面積に占める行動

困難 30％以上面積割合） 

避難所収容人数 
（エリア人口に対する一

時避難可能な人数） 

東部・金

屋エリア 

東部中学校区 7.6% 33.9% 58.7% 

金屋中学校区 0.0% 23.4% 33.7% 

一宮エリア 0.0% 16.9% 62.3% 

音羽エリア 0.0% 47.6% 104.5% 

御津エリア 15.4% 57.1% 118.7% 

小坂井エリア 28.7% 47.5% 46.2% 

 

図表 防災力評価結果（偏差値評価） 

エリア 延焼危険性 行動困難性 
避難所 

収容人数 
評価平均 

東部・金

屋エリア 

東部中学校区 50.1 53.1 47.2 50.1 

金屋中学校区 58.3 59.0 38.6 52.0 

一宮エリア 58.3 62.7 48.5 56.5 

音羽エリア 58.3 45.4 63.1 55.6 

御津エリア 41.5 40.1 68.1 49.9 

小坂井エリア 27.0 45.4 42.9 38.5 

※赤字は偏差値 50 を下回る項目 

 

図表 防災力評価結果グラフ 
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＜施設を取り巻く環境にかかる評価＞ 

○東部・金屋エリア（東部中学校区）、一宮エリア、音羽エリア、御津エリアは、いずれ

の評価においても偏差値が 50を下回っています。 

○評価の平均では、東部・金屋エリア（東部中学校区）、一宮エリア、音羽エリア、御津

エリアにおいて偏差値 50を下回っています。 

 

図表 周辺施設環境評価 

エリア 
駅からの徒歩圏施設数 

（最寄駅から 800ｍ以内の施設数割合） 
人口増減 

（H22 から H37 までの人口増減率） 

東部・金

屋エリア 

東部中学校区 20.8% 97.4% 

金屋中学校区 33.3% 101.3% 

一宮エリア 48.1% 96.7% 

音羽エリア 44.0% 95.9% 

御津エリア 45.2% 94.3% 

小坂井エリア 86.7% 95.4% 

 

図表 周辺施設環境評価（偏差値評価） 

エリア 
駅からの徒歩圏 

施設数 
人口増減 評価平均 

東部・金屋

エリア 

東部中学校区 38.1 49.3 43.7 

金屋中学校区 43.3 66.6 54.9 

一宮エリア 49.4 46.1 47.8 

音羽エリア 47.7 42.4 45.0 

御津エリア 48.2 34.9 41.6 

小坂井エリア 65.5 40.0 52.8 

※赤字は偏差値 50 を下回る項目 

 

図表 周辺施設環境評価グラフ 
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＜施設老朽化・コストにかかる評価＞ 

○音羽エリアは、いずれの評価においても偏差値が 50を下回っています。 

○評価の平均では、音羽エリア、小坂井エリアが偏差値 50を下回っています。 

 

図表 施設老朽化・コスト評価 

エリア 

施設老朽度 
（エリア内の全施

設の残耐用年数

平均） 

施設劣化度 
（エリア内の建物

劣化評価の平均） 

１人当たり面積 
（エリア毎の１人当

たり床面積） 

１人当たりＬＣ

Ｃ （エリア毎の１

人当り LCC） 

東部・金

屋エリア 

東部中学校区 13.39年 2.53評価 2.10㎡ 516千円 

金屋中学校区 9.88年 2.37評価 2.15㎡ 681千円 

一宮エリア 15.11年 2.46評価 2.70㎡ 744千円 

音羽エリア 11.18年 2.47評価 3.78㎡ 1,248千円 

御津エリア 10.70年 2.17評価 3.33㎡ 780千円 

小坂井エリア 10.78年 2.58評価 1.72㎡ 533千円 

 

図表 施設老朽化・コスト評価（偏差値評価） 

エリア 施設老朽度 施設劣化度 
１人当たり

面積 

１人当たり 

ＬＣＣ 
評価平均 

東部・金

屋エリア 

東部中学校区 55.1 40.2 57.1 59.5 53.0 

金屋中学校区 37.3 55.5 56.5 53.3 50.7 

一宮エリア 63.8 46.6 50.0 50.9 52.8 

音羽エリア 43.9 45.8 37.0 31.8 39.6 

御津エリア 41.5 74.2 42.4 49.6 51.9 

小坂井エリア 41.9 35.4 61.6 58.9 49.4 

※赤字は偏差値 50 を下回る項目 

 

図表 施設老朽化・コスト評価グラフ 
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＜施設利用率からの評価＞ 

○東部・金屋エリア（東部中学校区）、小坂井エリアが偏差値 50を下回っています。 

 

図表 施設利用率評価 

エリア 本庁・支所 
公民館・地区市民館な

どの集会施設 
生涯学習会館 

東部・金

屋エリア 

東部中学校区 75.7% 42.7% 9.7% 

金屋中学校区 81.8% 47.5% 5.1% 

一宮エリア 72.7% 35.5% 28.1% 

音羽エリア 69.6% 48.1% 19.0% 

御津エリア 78.6% 38.8% 14.3% 

小坂井エリア 68.1% 31.9% 21.5% 

 

図表 施設利用率評価（偏差値評価） 

エリア 

施設利用率 

本庁・支所 
公民館・地区市民

館などの集会施設 
生涯学習会館  

東部・金屋

エリア 

東部中学校区 55.5 49.4 44.7 49.9 

金屋中学校区 65.4 56.0 38.0 53.1 

一宮エリア 50.6 39.5 71.3 53.8 

音羽エリア 45.6 56.8 58.2 53.5 

御津エリア 60.1 43.9 51.4 51.8 

小坂井エリア 43.2 34.3 61.8 46.4 

※赤字は偏差値 50 を下回る項目 

 

図表 施設利用率評価グラフ 
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東部 金屋 一宮 音羽 御津 小坂井

公民館・地区市民館等

9.7%
5.1%

28.1%

19.0%
14.3%

21.5%

0.0%
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東部 金屋 一宮 音羽 御津 小坂井

生涯学習会館
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＜エリア評価まとめ＞ 

○【東部・金屋エリア】、【一宮エリア】については、東部中学校区で施設のアクセス性、

金屋中学校区で施設の老朽度などで評価が低いものの、エリア全体の総合評価では概

ね良好な地区といえます。 

○それ以外の【音羽エリア】、【御津エリア】、【小坂井エリア】は、総合評価が 50 を下

回り、項目別に見ても 50 を下回る項目が多くなっています。 

○総合評価が最も低い【小坂井エリア】は、防災力を示す評価の結果が低く、あわせて

施設の老朽化や劣化も進行していることから、防災力の向上と一体となった公共施設の

適正な更新や再配置を重点的に進めていく必要性が高いと考えられます。 

○【音羽エリア】は、人口当たりの施設量が多く、施設の老朽化なども評価が低いため、

老朽施設について計画的な施設の維持更新などを行い施設量の適正化を進めていく

必要があると考えられます。 

○【御津エリア】は、人口減少の進行や施設のアクセス性の項目にかかる評価結果が低

く、市街地の防災力や施設の老朽化なども評価が低いこと、人口当たりの施設量が多

いことなども踏まえ、防災力の向上と一体となった公共施設の適正配置や統廃合等に

よる施設量の適正化を重点的に進めていく必要性が高いと考えられます。 

 

 

⇒ 以上より、総合評価が低く、防災力の向上など地域単位での公共施設適正配

置への取り組みにおいて緊急性、重要性が特に高いと考えられる 【小坂井エ

リア】 ・ 【音羽エリア】 ・ 【御津エリア】 をモデルエリアに選出していくことが適

切であると考えられます。 
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図表 エリア評価結果一覧（偏差値評価） 

評価 

項目 
防災力 

施設を取り巻く 

環境 
施設の老朽化・コスト 

施設

利用

率 

総合

評価 

エリア 
延焼危

険性 

行動困

難性 

避難所 

収容人

数 

（平均値） 

駅から

の徒歩

圏施設 

人口

増減 
（平均値） 

施設老

朽度 

施設劣

化度 

１人当

たり施

設面積 

１人当

たり 

ＬＣＣ 

（平均値） （平均値） 

 
東部中 50.1 53.1 47.2 50.1 38.1 49.3 43.7 55.1 40.2 57.1 59.5 53.0 49.9 49.2 

金屋中 58.3 59.0 38.6 52.0 43.3 66.6 54.9 37.3 55.5 56.5 53.3 50.7 53.1 52.7 

東部・
金屋エ
リア 

◆避難所の充足度が低
い（特に金屋中学校
区） 

○ 

◆公共交通
でアクセス
しやすい施
設が少ない 

△ 
◆人口当たりの施設量は少ないが、
一部で施設の老朽化（金屋）・劣
化（東部）が進んでいる。 

○ ○ ○ 

 58.3 62.7 48.5 56.5 49.4 46.1 47.8 63.8 46.6 50.0 50.9 52.8 53.8 52.7 

一宮エ
リア 

◆地域の安全性は概ね
良好 

○ 

◆公共交通
でアクセス
しやすい施
設が少ない 

◆人口減少
が進行 

△ 
◆人口当たりの施設量は平均的
で、老朽度の低い施設が多い。 

○ ○ ○ 

 58.3 45.4 63.1 55.6 47.7 42.4 45.0 43.9 45.8 37.0 31.8 39.6 53.5 48.5 

音羽エ
リア 

◆市街地の防災力がや
や低いものの、地域
の安全性は概ね良好 

○ 

◆公共交通
でアクセス
しやすい施
設が少ない 

◆人口減少
が進行 

△ 
◆人口当たりの施設量が多く（過剰
供給）、老朽化・劣化も進んでい
る。 

▼ ○ △ 

 41.5 40.1 68.1 49.9 48.2 34.9 41.6 41.5 74.2 42.4 49.6 51.9 51.8 48.8 

御津エ
リア 

◆市街地の防災力が低
い。 

△ 

◆公共交通
でアクセス
しやすい施
設が少ない 

◆人口減少
が進行 

△ 
◆人口当たりの施設量が多く（過剰
供給）、老朽化も進んでいる。 

○ ○ △ 

 27.0 45.4 42.9 38.5 65.5 40.0 52.8 41.9 35.4 61.6 58.9 49.4 46.4 46.8 

小坂井
エリア 

◆市街地の防災力、避
難所の充足度ともに
低い。 

▼ 

◆公共交通
でアクセス
しやすい施
設が多い 

◆人口減少
が進行 

○ 
◆人口当たりの施設量は少ないが、
施設の老朽化・劣化が進んでい
る。 

△ △ △ 

※赤字：偏差値 50 を下回る項目   ※○：偏差値 50 以上、△：偏差値 50 以下、▼：偏差値 40 以下 
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（３）重点取組施設評価 

① 評価の項目と方法 

“３つの重点取組”として位置付けた、庁舎等、コミュニティ施設、学校教育施設の施設

群（施設用途）について、施設評価を行い、今後、重点的に取り組んでいくべき施設を検討

します。 

庁舎等、コミュニティ施設、学校教育施設のそれぞれの用途について、以下の視点で施設

評価を行います。なお、施設毎の値を評価項目毎に偏差値化し、その平均値を総合的な評価

とします。 

 

図表 重点取組施設の評価方法 

 

 

 

 

 

  

施設の防災力 

 

 

 

 

 

○施設がどれだけ傷んでいるか 

○施設をどれくらい使用できるか 

○施設がどれくらい古いか 

施設評価の視点 
 

評価項目 
 

 

 

 

 

 

 

①施設の劣化度 

②構造体耐久性 

③老朽度 

施設の利用効率 

（コミュニティ施設、学校教育施設） 

 

 

（庁舎等施設） 

 

施設の重複性（コミュニティ施設） 

 

 

偏差値化 

偏差値化 

偏差値化 

偏差値化 

偏差値化 

偏差値化 

施設の利便性  

偏差値化 

施
設
の
総
合
評
価
（評
価
項
目
の
平
均
偏
差
値
） 

○施設がどれだけ利用されているか 

○施設が効率的に利用されているか 

④利用者数 

○同種施設が重複していないか ⑥施設の近接性 

○施設が利用しやすい立地にあるか ⑦交通利便性 
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図表 施設評価項目一覧 

評価項目 分析項目 
評価対象※ 

庁 コ 学 

防
災
力 

①施設の劣化

度 

豊川市公共
施設白書 

【出典】 

○白書作成時の簡易劣化診断調査結果の劣化度（各施設の棟あたりの

劣化の箇所数[箇所/棟]）により、施設の劣化状況を評価 

○庁舎等、コミュニティ施設、学校教育施設のそれぞれについて、施

設毎の劣化度を偏差値化して評価 

○ ○ ○ 

②構造体耐久

性 

H26 年度実
施の構造体
耐久性調査
の棟別結果
（評価Ⅰ～
Ⅲ） 

 
【出典】 

○今年度実施した構造体耐久性調査における１～３の評価（数字が大

きいほど評価が低い）により、施設の耐久性を評価 

○庁舎等、コミュニティ施設、学校教育施設のうち、構造体耐久性調

査を行った施設について、施設毎の耐久性の評価結果を偏差値化し

て評価 

○学校は棟別のため学校単位で平均値化。調査未実施施設は、同種施

設の調査結果を参考に仮設定して算定 

○ ○ ○ 

③老朽度 

 
豊川市公共
施設白書 

【出典】 

○白書作成時にまとめた施設毎の築年数に応じて施設の老朽度（築年

数が大きいほど評価が低い）を評価 

○庁舎等、コミュニティ施設、学校教育施設のそれぞれについて、施

設毎の老朽度を偏差値化して評価 

○ ○ ○ 

利
用
効
率 

④利用者数 

 
豊川市公共
施設白書 

【出典】 

○白書作成時にまとめた施設の㎡当たりの 1日の利用者数（数字が小

さいほど評価が低い）により、施設の利用ニーズを評価 

○コミュニティ施設、学校教育施設のそれぞれについて、施設毎の利

用者数（学校については生徒数）を偏差値化して評価 

－ ○ ○ 

⑤職員１人当

たりの施設

面積 

内部データ 
【出典】 

○庁舎等施設については１人当たりの施設面積（数字が大きいほど余

剰面積が大きく評価が低い）により、施設利用の効率性を評価 

○施設毎に、職員１人当たりの施設面積を偏差値化して評価 

○各庁舎等の職員数と施設延床面により算定 

○ － － 

重
要
性 

⑥施設の近接

性 

 
図上計測 

【出典】 

○コミュニティ施設については、施設の近接性（当該施設から最も近

い同種施設（中分類）までの距離（数字が小さいほど評価が低い）

により、施設の機能的な重複性を評価 

○コミュニティ施設の施設毎の直近の同種施設への距離を偏差値化

して評価。庁舎等及び学校教育施設については、評価を行わない。 

－ ○ － 

利
便
性 

⑦交通利便性 

 
図上計測 

【出典】 

○各施設から最寄りの鉄道駅までの距離（数字が大きいほど評価が低

い）により、交通利便性を評価 

○鉄道駅からの距離（100ｍ毎）を偏差値化して評価。駅から 1000ｍ

以上離れた施設については、駅からの距離を 1100ｍとして評価 

○ ○ ○ 

※庁（庁舎等）、コ（コミュニティ施設）、学（学校教育施設） 

  

構造体耐久性調査が未実施の施設は、実施済み施設の結果より築年

数等を考慮し、１～３の仮評価値を設定して評価 
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② 公共施設構造体耐久性調査結果 

＜調査の目的＞ 

既存施設の長寿命化に向けて、この先いつまで使用することができるか、構造体の劣化

の程度からその耐久性を調査することを目的に公共施設構造体耐久性調査を実施しました。 

 

＜調査対象施設＞ 

主に、概ね築 30年以上で延床面積が 500㎡以上の鉄筋コンクリート造（以下、RC造）も

のを対象に調査を行いました。調査対象施設数は、55施設 73棟（内、鉄骨造（以下、S造）

は、8施設 8棟）。 

 

＜調査の方法と概要＞ 

■ RC造 

RC 造の構造体耐久性評価は、鉄筋腐食、コンクリート中性化による劣化度を用いて行い

ます（コンクリート塩化物量は除外）。コンクリート圧縮強度による劣化度は、構造体耐久

性に加味しませんが、耐震性能の係わる項目であり、耐震性能の評価に用います。 

判定基準は以下のとおりであり、「鉄筋腐食による劣化度」と「コンクリート中性化によ

る劣化度」をそれぞれ４段階で評価し、区分１から３の３ランクとして判定します。 

 

図表 構造体耐久性評価（RC造） 

ランク 残存耐用年数 改修手法 

区分１ 40 年程度以上 大規模改修に適する 

区分２ 20 年程度以上 中規模改修に適する 

区分３ 20 年程度未満 改築あるいは全面的な補修の検討が必要である 

図表 鉄筋腐食による劣化度（RC造） 

 鉄筋腐食による劣化度 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 

コンクリート中性化 

による劣化度 

Ⅰ 区分１ 区分１ 区分３ 区分３ 

Ⅱ 区分１ 区分１ 区分３ 区分３ 

Ⅲ 区分１ 区分１ 区分３ 区分３ 

Ⅳ 区分２ 区分２ 区分３ 区分３ 

※劣化度判定：Ⅰ（ほとんどなし）Ⅱ（軽度）Ⅲ（中度）Ⅳ（重度） 

 

■ S造 

S造の構造体耐久性調査は、鉄骨腐食、座屈状況、接合状況・方式等による劣化度を用い

て行います。 

判定基準は次頁のとおりであり、「鉄骨腐食、座屈状況、柱の傾斜状況、不同沈下量、接

合状況・方式、火災による疲弊度」の点数化と、さらに「断面欠損柱存在率」用いて評価し、

区分１から４の４ランクとして判定します。  
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図表 構造体耐久性評価（S造） 

ランク 点数 断面欠損

柱存在率 

残存耐用年数 改修手法 

区分１ 60 点以上  30 年以上 

（原価償却年数） 

大規模改修に適する 

区分２ 1,3,4 以外  10 年以上 中規模改修に適する 

区分３ 50 点未満 1%～50% 

未満 

10 年以下 改築あるいは全面的な補

修の検討が必要である 

区分４ 50 点未満 50%以上 寿命  

 

＜調査結果＞ 

調査の結果、12施設（内、S造の２施設含む）が「改築あるいは全面的な補修の検討が必

要である」区分３に該当し、構造体の耐久性に関して残存耐用年数が 20年程度未満である

と判定されました。 

また、区分３に該当する施設については、今後再調査を検討いたします。 

 

図表 構造体耐久性調査結果一覧 

施設名 棟名 
建築 

年度 

評価 

区分 

鉄筋 

腐食 
中性化 

圧縮 

強度 

豊川市役所 本庁舎 Ｓ４４ 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

豊川市役所 北庁舎 Ｓ６０ 調査中 調査中 調査中 調査中 

一宮庁舎 庁舎 Ｓ４８ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

御津庁舎 庁舎 Ｓ５１ 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

小坂井庁舎 庁舎 Ｓ５４ 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

勤労福祉会館 会館 Ｓ５４ 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

文化会館 会館 Ｓ５２ 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

社会福祉会館 会館 Ｓ５５ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

御油公民館 公民館 Ｓ４８ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

東部地域福祉センター 福祉センター（S造） Ｓ５０ 2 - - - 

保健センター 保健センター S５３ 調査中 調査中 調査中 調査中 

音羽生涯学習会館 
会館 Ｓ５５ 

3 
Ⅲ Ⅰ Ⅰ 

躯体改修部 Ｈ１４ - Ⅰ Ⅰ 

西部地域福祉センター 福祉センター Ｓ５０ 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

牛久保公民館 公民館 Ｓ５０ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

御津生涯学習会館 会館 Ｓ４９ 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

豊川公民館 公民館 Ｓ５１ 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

小坂井生涯学習会館 会館 Ｓ４７ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

八南公民館 公民館 Ｓ５４ 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

赤坂台地区市民館 市民館 Ｓ５０ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

西方地区市民館 市民館 Ｓ４７ 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

広石地区市民館 市民館 Ｓ５８ 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

三蔵子小学校 
教室棟 Ｓ４０ 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

管理棟 Ｓ４７ 1 Ⅰ Ⅲ Ⅲ 

千両小学校 校舎１ S５２ 調査中 調査中 調査中 調査中 

 校舎２ S５３ 調査中 調査中 調査中 調査中 

牛久保小学校 校舎１ S５５ 調査中 調査中 調査中 調査中 

天王小学校 校舎１ S４８ 調査中 調査中 調査中 調査中 
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施設名 棟名 
建築 

年度 

評価 

区分 

鉄筋 

腐食 
中性化 

圧縮 

強度 

桜町小学校 
校舎１ S４４ 調査中 調査中 調査中 調査中 

校舎２ S５１ 調査中 調査中 調査中 調査中 

中部小学校 

校舎１ Ｓ３６ 3 Ⅲ Ⅳ Ⅳ 

校舎２ Ｓ４３ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

校舎３ Ｓ４５ 2 Ⅰ Ⅳ Ⅲ 

平尾小学校 校舎 1 Ｓ４３ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

国府小学校 

校舎１ Ｓ４１ 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

校舎２ Ｓ４５ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎３ Ｓ４７ 3 Ⅲ Ⅰ Ⅰ 

御油小学校 
校舎１ Ｓ４２ 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

校舎２ Ｓ４３ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅲ 

一宮東部小学校 
校舎１ Ｓ３５ 2 Ⅰ Ⅳ Ⅲ 

校舎２ Ｓ４０ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

一宮西部小学校 
校舎１ Ｓ３６ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

校舎２ Ｓ４１ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

一宮南部小学校 校舎１ S５０ 調査中 調査中 調査中 調査中 

長沢小学校 校舎 Ｓ４４ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

赤坂小学校 
校舎１ Ｓ５４ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎２ Ｓ５４ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

御津北部小学校 教室棟 Ｓ４４ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

御津南部小学校 校舎 Ｓ４８ 3 Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

小坂井東小学校 校舎１ Ｓ３１ 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

小坂井西小学校 
北校舎１ Ｓ３３ 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

北校舎２ Ｓ４７ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

 管理棟・南校舎 Ｓ４８ 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

西部中学校 
校舎 1 Ｓ４８ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎 2 Ｓ４９ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

金屋中学校 
校舎 1 Ｓ５１ 調査中 調査中 調査中 調査中 

校舎 3 Ｓ５２ 調査中 調査中 調査中 調査中 

音羽中学校 校舎 1 Ｓ４５ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

御津中学校 
管理教室棟 Ｓ４４ 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

教室棟 1 Ｓ４６ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

小坂井中学校 

校舎１ Ｓ２９ 1 Ⅰ Ⅲ Ⅳ 

校舎２ Ｓ２９ 2 Ⅱ Ⅳ Ⅳ 

校舎３ Ｓ３５ 2 Ⅱ Ⅳ Ⅳ 

牛久保保育園 園舎（S造） Ｓ４６ 2 - - - 

睦美保育園 園舎（S造） Ｓ４８ 2 - - - 

東上保育園 園舎（S造） Ｓ４８ 2 - - - 

萩保育園 園舎（S造） Ｓ４６ 2 - - - 

小坂井東保育園 園舎（S造） Ｓ４４ 2 - - - 

小坂井中保育園 園舎（S造） Ｓ４５ 3 - - - 

小坂井北保育園 園舎（S造） Ｓ４６ 3 - - - 

御津北部保育園 園舎 Ｓ５３ 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

消防本署 消防署 S５２ 調査中 調査中 調査中 調査中 

武道館 武道館 Ｓ５２ 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

御津体育館 体育館 Ｓ５８ 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 
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構造体耐久性調査の流れ 

コンクリート壁のコア抜き 
採取したコンクリート（コア）に

ついて圧縮強度試験・中性化試

験を実施 

コンクリート内の鉄筋について

被り寸法・腐食度調査を実施 

 

■構造体耐久性調査(RC 造)のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■構造体耐久性調査(S 造)のイメージ 

  

コンクリートの圧縮強度試験 コンクリートの中性化試験 
鉄筋の腐食度調査（腐食無） 

鉄筋の腐食度調査（腐食有） 

ＲＣ造の建物は、アルカリ性のコンクリートに保

護されていることで鉄筋の腐食（さび）を防ぎ、

コンクリートの中性化が進行することで（アルカ

リ性⇒酸性）、鉄筋が腐食する可能性があります。 

コア抜き作業とともに、はつり作業から

鉄筋の腐食を目視で確認します。 

接合方法調査 

鉄骨腐食度調査（小さな錆） 

鉄骨腐食度調査 

（ベースプレート腐食進行） 

（アンカーボルト小さな錆） 

柱の傾斜調査 

柱の座屈調査 

壁を取り外して調査 

防錆措置（塗膜処理）が施されている場合

でも、防錆塗膜が劣化し錆が生じ始める

と、劣化した塗膜の存在により局部的な腐

食が進行します。裸の鉄骨より早い！ 
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③ 重点取組施設の評価結果 

＜庁舎等施設＞ 

○施設評価の結果について、評価の低い順に整理すると下図のグラフのようになります。 

○センター施設である豊川市役所（本庁舎等）は、施設ハード面での評価が低いほか、行

政機能集約化に当たっても、スペース確保が困難です。 

○旧町の庁舎等施設のうち、施設評価が偏差値 50を下回るのは一宮庁舎、小坂井庁舎で

あり、今後 10年間に重点的に取り組むべき施設であると考えられます。 

 

図表 庁舎等施設評価結果グラフ 
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※グラフ中、評価が低いものを赤色で表記 

※【構造体耐久性】については、調査未実施施

設（同種施設の調査結果を参考に仮設定し

たもの）を白抜きで表記 

※豊川市役所については、本庁舎及び北庁舎

との平均値。しかし、耐久性調査は本庁舎の

みで、北庁舎（調査中）は除く 
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＜コミュニティ施設＞ 

○施設評価の結果について、コミュニティ施設全体で比較すると老人憩の家、地区市民

館が、偏差値 50を下回る施設が多く、施設評価が低いことがわかります。 

○中学校区別に見ると地区市民館、老人憩の家が多い、東部中学校区、御津中学校区、音

羽中学校区、金屋中学校区は偏差値が低く、施設評価が低いことがわかります。 

○そのため、地区市民館、老人憩の家については、多数の中学校区にあり、施設数も多い

ため今後 10年間に重点的に取り組むべき施設であると考えられます。 

○施設の小分類で見るとそれぞれ以下の施設の評価が低く（偏差値 50 以下）、施設の適

正配置を検討する際に、重点的な取り組みを要すると考えられます。 

 

図表 偏差値 50以下のコミュニティ施設一覧 

■地域福祉センター 東部地域福祉センター 

■児童館等 さわき児童館、あかさか児童館、あかね児童館、こざかい児童館 

■児童クラブ等 萩小学校区児童クラブ室 

■公民館 豊川公民館、牛久保公民館 

■地区市民館等 三上地区市民館、睦美地区市民館、西方地区市民館 

麻生田地区市民館、下郷地区市民館、三蔵子地区市民館 

平尾地区市民館、中部南地区市民館、小坂井文化センター 

古宿地区市民館、コミュニティセンター国府市民館、 

千両地区市民館、赤坂台地区市民館、広石地区市民館 

桜木地区市民館、金屋地区市民館、中条地区市民館 

豊地区市民館、御馬地区市民館、下長山地区市民館 

桜町地区市民館、市田地区市民館、金屋南地区市民館 

■老人憩の家 大草老人憩の家、豊沢老人憩の家、泙野老人憩の家 

赤坂台老人憩の家、金野老人憩の家、老人憩のみやじ荘 

老人憩の白萩荘 

■生涯学習会館等 民俗資料館 
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図表 コミュニティ施設評価結果グラフ 
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＜学校教育施設＞ 

○建替え・改修の行政決定には、施設ハード面の評価が重要です。「劣化度」では、三蔵

子小学校、小坂井中学校、音羽中学校、萩小学校、「老朽度（築年数）」等では、小坂井

中学校、一宮東部小学校、国府小学校、小坂井西小学校等が低いものとなっており、保

全方法や建替え等の工程を検証していく必要があります。 

○施設評価結果（全体）では、校区内人口が比較的少ないことに加え、施設の老朽度か

ら、萩小学校、代田中学校、小坂井中学校、千両小学校などの評価が低くなっていま

す。また、中学校区別では、代田中学校区、音羽中学校区、西部中学校区、小坂井中学

校区の順に低いものとなっています。 

 

図表 学校教育施設評価結果グラフ 
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４．施設用途別における施設の方向性 

“３つの重点取組”として位置付け、評価を行った庁舎等、コミュニティ施設、学校教育

施設のほか、各施設用途別の保全・適正化の方向性について、「公共施設の削減目標及び用

途別の施設の方向性（平成 25 年度策定）」を改訂し、現状と課題を踏まえた施設用途毎の

およそ 10年間の方向性を示します。 

施設用途の区分は、豊川市公共施設白書（平成 24年度策定）によるもので、重点取組施

設も再掲します。 

 

（１）庁舎等 

●本庁舎については、支所庁舎に分散している行政サービス等を踏まえ、本庁舎に集約す

べき機能を明確にするとともに、センター機能強化を図るものとする。また、建物の老

朽化や福祉部門等の部局横断による業務間連携及びバリアフリー対応、会議室用の共

用スペース不足の課題を踏まえ、センター機能の強化に向け、全庁にかかる短・中・長

期のロードマップ策定とこれに基づく保守・保全・改修の実施を図るものとする。 

●現状の支所機能における適正規模をも鑑みても、現配置と施設全体の規模・機能とでア

ンバランスな状況が生じており、過剰なスペースは、今後の施設の保守・保全・改修に

影響を与える。したがって、適正配置について厳格な検証を進めるとともに、周辺施設

との複合化・多機能化による拠点形成を図りながら総量の縮減を行うものとする。 

 

（２）文化施設 

●桜ヶ丘ミュージアムは、平成 27年 1月のリニューアルオープンにより、今後は、市民

にとってより利便性の高い、魅力ある施設として長寿命化対策を図るものとする。 

●文化会館、音羽文化ホール、御津文化会館及び小坂井文化会館については、平成 24年

3月策定の「とよかわ文化芸術創造プラン」に基づき、様々な事業を実施しているとこ

ろではあるが、その評価を見ながらホールとして重複機能については、集約する等の方

向で推進するものとする。その際、あわせて施設の機能強化や構造体耐久性調査を踏ま

え長寿命化対策に取り組むものとする。 

●勤労福祉会館については、大研修ホールのみならず様々な機能を兼ね備えている施設

のため、構造体耐久性調査を踏まえつつ、総合的に施設のあり方について検討を行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

桜ヶ丘ミュージアム（平成 27年 1月リニューアルオープン）  
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（３）保健・福祉施設 

（３－１）保健施設 

●保健センター（萩山町）については、休日夜間急病診療所を備えた市の中核となる施設

のため、今後は構造体耐久性調査を踏まえ早急に施設の長寿命化を含めた老朽化対策

への取り組みを図り、あわせて利用者ニーズに適合した市民サービスの向上を図るも

のとする。 

●健康福祉センター（上長山町）、音羽福祉保健センター及び御津福祉保健センターにつ

いては、保健センター機能の見直しを図るとともに、他の用途に機能転換や余剰スペー

スの活用から施設の複合化を進めるものとする。 

 

（３－２）高齢者福祉施設 

●高齢者入浴施設を備えた施設については、今後の高齢化の進行を踏まえつつ、行政とし

て提供すべきサービスについて再検証の上、施設の機能転換や用途廃止を含めて今後

のあり方を検討するものとする。 

●高齢者交流施設については、シルバー人材センター事務局を施設内に設置し、公共スペ

ースはシルバー人材センター会員の利用が主となっているため、シルバー人材センタ

ー事務局の設置場所に応じて今後のあり方を検討するものとする。 

●高齢者相談センターについては、介護保険法に基づく必置の施設であり、日常生活圏域

毎に置かれていることから、現在の施設の状況によっては、配置場所の検討を行ってい

くものとする。 

 

（３－３）障害児者福祉施設 

●利用者ニーズに即した障害児者福祉の拠点として維持していくとともに、効率的かつ

適切な管理運営を図るものとする。 

 

（３－４）その他福祉施設 

●東部地域福祉センターは構造体耐久性の評価が低く、廃止を含めた建替え・改修のロー

ドマップ策定を行うものとする。また、西部地域福祉センターや社会福祉会館において

は、今後構造体耐久性調査等を踏まえ長寿命化を行うものとする。 

●指定管理者制度導入等の民間活力を導入し、導入効果の明確化とともに他の関連事業

との相乗効果を図りながら、将来的な施設のあり方についても検討するものとする。 
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（４）児童福祉施設（児童館・児童クラブ室、交通児童遊園） 

●「豊川市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）」に配慮しつつ、地域バランス

を是正するとともに、老朽化対策の検討にあたっては、学校、他の公共施設の余剰スペ

ース等の活用を推進し、単独施設としてのあり方を見直すものとする。 

 

（５）保育園 

●「健全な財政運営に向けて(平成 25年 3月第 5次改訂版)」の取り組みにあわせ、公立

保育所について、民営化を促進するとともに、建物の老朽化や地域バランス及び入所児

童数に配慮しながら施設の統廃合を進め、保育面積の削減を図るものとする。 

 

（６）観光施設 

●豊川市観光基本計画を踏まえつつ、今後は B-1グランプリの経験を基に市民、経済界、

行政等観光に関する全ての関係者が連携・協働し、多様化する利用者ニーズへ柔軟に対

応し、利用向上に向けた施設のあり方を検討するものとする。 

●直営施設にあっては、管理費の精査を行い、より効率的な管理運営を行うものととも

に、指定管理者制度導入施設は、より効率的で効果的に観光振興を図るため、指定管理

者との協議・調整を積極的に行うものとする。 

 

（７）公民館等 

（７―１）公民館 

●今後 10年間に取り組むべき施設の一つとして、公民館は、社会教育法に基づき整備さ

れた施設ではあるものの、実際の運営・利用実態は地域コミュニティ施設的な要素が大

きく、同一利用圏域の他施設の集会室や会議室等諸室との機能面重複が多く見られる。

したがって、新規整備を行わず既存施設の集約化を原則とし、指定管理者制度の導入等

運営方法の見直しを検討するものとする。 

 

（７－２）地区市民館等 

●今後 10年間に取り組むべき施設の一つとして、地区市民館等は、地域コミュニティの

拠点及び災害時の指定避難所として地域住民に欠かせないものであるため、適切な長

寿命化を図るものとする。また、同一利用圏域において諸室の機能面が重複する地区市

民館等については、施設の劣化や老朽化の進行及び利用者数を踏まえつつ、所管等の設

置・管理上の縦割りを超えて、機能集約を図り施設の再編を図るものとする。 

●小坂井文化センターは、隣保館として、他の社会福祉施設等との機能連携を図りつつ、

長寿命化対策に取り組むものとする。 
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（７－３）老人憩の家 

●今後 10年間に取り組むべき施設の一つとして、集会施設としての機能の重複等から、

他施設による機能代替、複合化について、同一利用圏域単位での検証を早急に行うもの

とする。 

●老人福祉施設ではあるが、地域の集会等に使われることが多く、地域の集会施設である

側面が強い。市全体のバランスから、施設の転用・複合化・譲渡等を推進するものとす

る。 

 

（８）公営住宅 

●公営住宅は、公共施設の約 15％と学校教育施設についで多くの面積を占めており、財

政に与える影響が大きいため、今後は構造体耐久性調査等を踏まえ長寿命化を進める

ものとする。また、木造やコンクリートブロック造及びプレキャストコンクリート造の

公営住宅では、耐用年数を過ぎた公営住宅から順次用途廃止を含め総量の削減を図る

ものとする。 

 

（９）消防施設 

●消防力適正配置検討委員会の意見を踏まえつつ、変化する消防環境と増大多様化する

消防需要に対応した効率的かつ効果的な消防体制の構築を図るとともに、南海トラフ

巨大地震等大規模災害に備えた防災体制と連携した施設のあり方を検討するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
消防署南分署（平成 24年度竣工） 
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（10）学校教育施設 

（10－１）小学校 

●今後 10年間に取り組むべき施設の一つとして、人口減少に伴う総量削減と多機能化の

推進を図るものする。また、全庁的な施設再編を進める整備方針を明確化するととも

に、複式学級の発生が予想される時点で学校の統合・転用を検討するものとする。 

●構造体耐久性調査等を踏まえ、長寿命化対策を図るとともに、複合化にあたっては児童

クラブ・児童館を優先し、子どもたちにとって利便性が高く、保護者にとって安心でき

る施設を図るものとする。 

（10－２）中学校 

●今後 10年間に取り組むべき施設の一つとして、生徒数の推移や構造体耐久性調査等を

踏まえながら、校舎の長寿命化対策に取り組むとともに、校舎更新する際には、適正な

規模とし、全体として保有面積の縮減を図るものとする。 

 

（11）生涯学習施設（中央図書館、各生涯学習会館等） 

●今後 10年間に取り組むべき施設の一つとして、他施設との複合化や他施設への機能集

約を図るとともに、コミュニティ施設の集約を積極的に推進し全体としての総量の縮

減を図るものとする。 

 

（12）体育施設 

●市全体としての適正規模の体育施設や多面的な利用及び利用時間の拡大等を踏まえつ

つ、今後は構造体耐久性調査等を踏まえ長寿命化対策を図るものとする。 

●体育館と近隣学校体育館との連携強化から、一般開放サービスの拡充等により総量縮

減を図るものとする。 
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第４章 適正配置計画のリーディング事業 

１．リーディング事業の考え方 

公共施設の適正配置に向け、優先的な取り組みを実施していく重点取組を通じて全市的

な対策を進めていく一方、地域単位で重点取組にかかる施設を中心とした公共施設再編を

進めていく上で、重点度・緊急度が高い３地区での取り組み・事業をリーディング事業に位

置付けます。 

 

 

  

選定の視点 

・施設の老朽化の点で課題が多い。 

・複合化・多機能化を通じて、重点取組施設を中心

にした適正配置を進められる。 

・エリアにおける防災力の向上等が見込まれる。 

重点度・緊急度が高いモデルエリアで取り組むリーディング事業 

重点取組の方針 

●本庁舎への機能集約と各支所

庁舎に配置すべき機能の明確

化 

●支所庁舎は、余剰スペースの

活用、複合化、施設転用、廃止

を推進 

●同一中学校区内のコミュニティ施

設は機能統合による集約化の推進 

●新規整備を行わず既存施設へ集約

化を原則 

●稼働が低く利用者が限定される施

設は、廃止又は地縁団体等へ施設

譲渡を原則 

●学校の統廃合については、年少人

口の減少を踏まえ全庁的な方針

を決定し、面積の削減や施設再編

を推進 

●児童数の減少により今後発生す

る空き教室は、複合や多機能スペ

ースとして活用を原則 

庁舎機能の集約化・再配置

による市民サービスの充実

と行政機能の強化 

地域特性や住民ニーズにあった

魅力あるコミュニティ施設複合

拠点の形成 

小中学校の地域開放・多機能

化による学校を中心とした地

域の拠点づくり 

音羽エリアの施設再編プロジェクト 

公共施設の新たな価値の創出 

“人が集い、市民交流を促す場を創造する” 
将来像 

小坂井エリアの施設再編プロジェクト 

横断戦略１  

見える化・見

せる化によ

る問題意識

の共有 

横断戦略２ 

市民・民間事

業者との連

携による効

率的・効果的

な施設管理 

重点取組１ 

市全体の行

政サービス

の見直しと

庁舎等の機

能集約・施設

転用 

重点取組２ 

機能重複す

るコミュニ

ティ施設の

集約・統廃合 

重点取組３ 

人口減少に

伴う学校教

育施設等の

総量削減と

多機能化の

推進 

重点取

組と横

断戦略 

御津エリアの施設再編プロジェクト 

重点取組を通じて全市的な対策を進めていくリーディング事業 

庁舎 コミュニティ施設 学校教育施設 
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２．リーディング事業①  

「庁舎機能の集約化・再配置による市民サービスの充実と行政機能の強化」 

 

（１）庁舎施設の現状と庁舎機能集約化・再配置に向けた課題 

【庁舎施設の現状】 

○行政センター機能・部局を分散配置した主なものは、一宮庁舎における上下水道

部、音羽庁舎における教育委員会です。両部局等を各支所に分散配置することによ

り、本庁舎・北庁舎での不足スペースを補完しています。 

○出先となる一宮庁舎、音羽庁舎内には会議室等の共用スペースも含め十分な執務ス

ペースが確保されており、円滑な業務遂行に一定の寄与を果たしています。 

○ワンストップサービス面での来庁舎の利便性や、部局間連携の面で課題になってい

ます。 

【庁舎機能集約に向けた課題】 

○センター機能を担う中核となるべき本庁舎・北庁舎については、執務スペースをは

じめとした環境整備が現時点での課題です。 

○福祉・医療・介護・子育ての部門は、制度変更や権限移譲等が今後も想定され、行

政ニーズへの的確かつ丁寧な対応がますます求められ、集約化と適切かつ効率的な

部署配置により各業務部門の緊密な連携を進め、マンパワーを最大限に発揮してい

く必要があります。 

○行政機能が集約することは、災害時にセンターとして機能を発揮するなど意義があ

ります。しかし、センター的機能を担う本庁舎・北庁舎は、将来に向けた執務スペ

ース並びに行政計画等への市民参加に不可欠な会議室等の共用スペース確保の余

地がないのが現状です。 

○各支所庁舎は、余剰スペースを抱えており、支所庁舎の適正規模への対応が必要で

す。 

（２）市民サービスの充実と行政機能の強化に向けた基本的な考え方 

【プロジェクトの考え方】 

①センター機能と支所機能のあり方について検討を行い、今後の行政需要を見据えた庁

舎施設の再編を行う。 

○センター機能として本庁舎への機能集約の程度、支所機能として必要なサービス内

容、施設規模を検討した上で、庁舎機能を集約し、センター機能の拡充を図ります。 

○本庁舎をはじめ、各庁舎の躯体、設備の老朽度について詳細な調査、検証を行った

上で、今後の行政需要や施設規模を見据えた、庁舎施設の再編を図ります。 

②支所庁舎は、支所機能のあり方を踏まえ、他の機能を複合や施設全体の転用、廃止を進

める。 

○支所庁舎は、センター機能の本庁舎周辺の集約、一時的な貸付事業が終了すれば大

きな余剰床を抱えるため、余剰スペースを活用した他施設の機能の統合（複合化）

や施設の用途転用等を図ります。 
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（３）市民サービスの充実と行政機能の強化の具体的な内容と施設再編イメージ 

○センター機能及び支所機能のあり方検討を踏まえ、本庁舎・北庁舎周辺に庁舎機能を

集約し、センター機能の拡充を図ります。 

○各支所庁舎施設は、支所機能のあり方に応じた機能導入を検討するとともに、余剰ス

ペースの活用、用途転用を含めた施設の再編を進めます。 

○他施設に支所機能を移転する場合は、支所施設の廃止も含めて検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）庁舎機能の集約化・再配置による効果 

○センター機能・支所機能を明確化にすることによって本市全体における行政機能が強化さ

れます。 

○支所機能を明確化した施設再編を行うことにより、各地区の特性やニーズに対応した市民

サービスが提供でき、利用者のサービス向上につながります。 

○本庁舎・北庁舎は災害対策本部としての機能を担う一方、支所機能とコミュニティ機能の

複合化により、災害時の対応拠点としての活用ができるとともに、地区の災害時対応能力

の向上にもつながります。 

  

 
転用 

廃止 

一宮庁舎 音羽庁舎 

本庁舎・北庁舎 

機能集約 機能集約 

一宮庁舎 

御津庁舎 小坂井庁舎 

 
転用 

廃止 
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（５）ロードマップ 

事業 当初５年間 ６～10年間 11年目以降 

庁舎機能の集
約化・再配置に
よる市民サー
ビスの充実と
行政機能の強
化 

   

  

具体的
な再編
計画の
検討・
検証 

 

老朽度
等詳細 
調査 

合意 
形成 

短期計
画に基
づく再
編整備 

中期計画に基づく 

再編整備 

長期計画に基づく 

再編整備 
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３．リーディング事業② 

「地域特性や住民ニーズにあった魅力あるコミュニティ施設複合拠点の形成」 

 

（１）コミュニティ施設の現状とコミュニティ施設複合拠点の形成に向けた課題 

【コミュニティ施設の現状】 

○施設評価の結果について、コミュニティ施設全体で比較すると老人憩の家、地区市

民館の施設評価が低いことが分かります。 

○地区市民館、老人憩の家については、多数の中学校区にあり、施設数も多いため、

今後 10年間に重点的に取り組むべき施設であると考えられます。 

【コミュニティ機能集約に向けた課題】 

○機能集約にあたっては、施設用途に応じて、小学校区や中学校区のコミュニティ施設

の配置等の実態を踏まえつつ、施設用途を超えた機能集約が必要です。 

○施設利用の実態（利用者数等）や諸室単位の稼働率等を踏まえた機能集約の検討が必

要です。 

○地域の活動に密着した施設であるため、十分な合意形成を図った上での事業実施が必

要です。 

 

（２）コミュニティ施設複合拠点の形成に向けた基本的な考え方 

【プロジェクトの考え方】 

①施設の集約は、市民の利用圏域を考慮し、中学校区内の施設同士での実施を基本とす

る。 

○コミュニティ施設は、地域の住民が利用する施設であるため、利用実態を踏まえつ

つ、同一中学校区内での重複機能（諸室）を再編し効率化を図ります。 

○中学校区コミュニティ施設、小学校区コミュニティ施設に機能集約を図ります。 

②老人憩の家は、団体等地域への施設譲渡を進める。 

○老人憩の家は、地域住民と合意形成を図りつつ、地域の組織に施設を譲渡します。

譲渡できない施設については施設の廃止も含めて検討します。 

③新規整備は行わず、小中学校、庁舎施設等の施設再編に合わせて、コミュニティ施設を

複合化・多機能化することを原則とする。 

○老人憩の家、地区市民館以外のコミュニティ施設については、小中学校、庁舎施設

の余剰スペースの活用、施設転用により複合化することを原則とします。 
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（３）コミュニティ施設複合拠点の形成に向けた具体的な内容と施設再編イメージ 

○コミュニティ施設として位置付けた児童福祉施設、公民館等、生涯学習施設、東部・西

部地域福祉センターは、それぞれ、以下のような対応を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）コミュニティ施設複合拠点の形成による効果 

○様々なコミュニティ機能が統合されることにより管理・運営面での効率化が図られるとと

もに、各地区の特性やニーズに対応したコミュニティサービスが提供でき（機能統合によ

る相乗効果）、利用者の利便性の向上につながります。 

○児童館、児童クラブなどの子育て支援施設・機能が集約されることにより、機能統合によ

る相乗効果が期待でき、園児・児童、保護者の利便性の向上につながります。 

○子育て支援、高齢者・障害者福祉、生涯学習などの各種機能・サービスが一体的・複合的

に提供されることにより、子どもや若者から高齢者まで地域での多世代の交流が促進され

ます。 

○施設の複合化等による適正配置が進むことで、保全・維持管理費用の縮減が図られます。 

老人憩の家 

地域の地縁団体等 地域が譲渡に合意 

廃止を検討 地域が譲渡に合意しない 

児童館・児童クラブ 学校施設へ複合 

学校建替・改修に合わせて複合 

既存の空き教室を活用 

公民館、地区市民館、 

生涯学習会館、 

東部・西部地域福祉センター 

学校施設・庁舎施設 

建替・改修に合わせて複合 

機能重複を解消し、最低

30％の面積圧縮を原則 

コミュニティ施設同士で

複合 

建替・改修に合わせて複合 
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（５）ロードマップ 

事業 当初５年間 ６～10年間 11年目以降 

地域特性や住
民ニーズにあ
った魅力ある
コミュニティ
複合拠点の形
成 

 

   

  

老朽
度等
調査 

コミュニ
ティ施設
再編・再
配置計画 

合意
形成 

中長期保
全計画 

モデルエリアにおける施設再編を中心にした 
コミュニティ施設の整備・再編 

再編・整備、
移譲 

再編・整備、
移譲 

計画的な改修・保全、移譲 

モデルエリア以外における計画的な 
コミュニティ施設の整備・再編 

合意
形成 
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４．リーディング事業③ 

「小中学校の地域開放・多機能化による学校を中心とした地域の拠点づくり」 

 

（１）学校教育施設の現状と学校教育施設を中心とした地域の拠点づくりに向けた 

課題 

【学校教育施設の現状】 

○施設評価により、「劣化度」では、三蔵子小学校、小坂井中学校、音羽中学校、萩

小学校が、「老朽度（築年数）」等では、小坂井中学校、一宮東部小学校、国府小学

校、小坂井西小学校等が低いなど、耐震性は確保されているものの劣化の進んでい

る施設があります。 

○少子化により、今後、児童・生徒数が減少することが予想され、学校施設も空き教

室の発生など余剰な床の発生が予想されます。 

【学校教育施設の多機能化に向けた課題】 

○少子化により今後児童・生徒数が減少するため、効率的な学校施設の活用が求めら

れます。 

○コミュニティ施設との複合化や特別教室を夕方以降コミュニティ施設として活用

するなど、多機能化への対応による効率化が求められます。 

○建替する場合、将来人口や年齢構成等を踏まえ、機能重視とともに適正規模の徹底

が求められます。 

○学校施設のなかでプール及びそのポンプ設備は、電気代を含む維持管理費が必要な

割に稼働が非常に低く、効率化が求められます。 

 

（２）学校教育施設を中心とした地域の拠点づくりに向けた基本的な考え方 

【プロジェクトの考え方】 

①児童・生徒数の減少により今後発生する空き教室は、コミュニティ施設を導入するな

ど複合化を推進する。 

○今後児童・生徒数は減少していくので、空き教室の発生が予想されます。これらの

余剰教室については、学校の改修に合わせて、コミュニティ施設への転用のスペー

スとして活用します。 

②既存の特別教室等の学校施設をコミュニティ施設として地域に開放し、多機能化する。 

○音楽室や家庭科室（調理室）などは、地域住民が利用するコミュニティ施設の機能

としても活用できます。そのため、コミュニティ施設の再編に合わせて、既存の特

別教室を改修の上、地域開放し多機能化することも検討します。 

③学校施設の統廃合は、年少人口の減少を踏まえた全庁的な方針（ルール）を決定し、一

定条件を満たす場合は、面積削減や施設再編の検討を行う。 

○一定クラス数を下回る場合等には複式化や統廃合を検討するなどの方針（ルール）
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小中学校で共用 

 

             共用 

を検討・設定します。 

④プール、体育館、特別教室などは、学校の改修・改築に合わせて近隣の小中学校同士で

共用したり、複合するコミュニティ施設と共用したりするなど、導入機能の効率的な

利用を推進する。 

○学校施設の中でプールや体育館、特別教室等では、条件が整えば小中学校や複合化

するコミュニティ施設とでの共用等が可能です。特にプール等はコストの係る設備

のため共用化による効率化を図ります。 

 

（３）学校教育施設を中心とした地域の拠点づくりに向けた具体的な内容と施設再編 

イメージ 

○学校施設内の余剰スペースを活用して、コミュニティ機能を複合します。 

○学校施設の改修に合わせて特別教室等を多機能化し、コミュニティ施設と共用化し地

域へ開放します。 

○学校のプール等の設備は、近隣にある小中学校と共用化し維持管理費の削減等効率化

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童館・児童クラブ 

学校の特別教室等 

学校施設へ複合 

コミュニティ施設 

学校のプール、体育館等 

学校建替・改修に合わせて複合 

施設内の余剰スペ-スを活用 

学校改修に合わせて多機能化 

コミュニティ施設として共用 

学校の改築・改修にああわせて、

小中学校で共用化 
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（４）学校教育施設を中心とした地域の拠点づくりによる効果 

○児童・生徒数の減少に伴う空き教室などの余剰スペースを有効活用し、コミュニティ機能

として地域に解放することで、学校を中心とした地域拠点が形成され、新たな地域内交流

や地域活動の促進につながります。 

○児童館、児童クラブなどの子育て支援施設・機能が学校教育機能と集約されることにより、

機能統合による相乗効果が期待でき、園児・児童・生徒、保護者の利便性の向上につなが

ります。 

○プール・体育館等の地域との共用化により、同一地域での重複施設の解消と、維持管理費

の削減など効率化が図られます。 

 

（５）ロードマップ 

事業 当初５年間 ６～10年間 11年目以降 

小中学校の地

域開放・多機能

化による学校

を中心とした

地域の拠点づ

くり 

   

  

計画的な改修・保全 

モデルエリア以外における計画的な学校教育施設の整備・再編 

モデルエリアにおける施設再編を中心にした 
学校教育施設の整備・再編 

老朽
度等
調査 

学校教育
施設再
編・再配
置計画 

合意形成 合意形成 

中長期保
全保全計

画 

再編・整備   再編・整備   
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５．リーディング事業④ 小坂井エリアの施設再編プロジェクト 

（１）エリアの状況と施設の適正配置及び保全に向けた課題 

【エリアの現状】 

○20 年後には、本市の人口は 1 万 3 千人以上も減少し、そのうち年少人口は 5 千人

あまりの減少となる見込みです。 

○小坂井エリアでも１割以上（約 2,400 人）の人口減少となり、50 年後には、さら

に人口減少が進むと見込まれます。 

【適正配置及び施設保全に向けた課題】 

○エリア内３つ全ての小中学校において、劣化度、老朽度及び耐久性評価が低く、改

築、改修に向けたロードマップの早期策定が求められます。また、小中学校の改築・

改修に合わせて、地域開放・世代間交流や、地域内防災力強化に向けた機能向上に

向け周辺施設を含めた再編整備を進めることが求められます。 

○小坂井庁舎の余剰スペースは、他庁舎と比較して特に大きく、小坂井庁舎における

行政機能の適正配置について厳格な検証を進めるとともに、地域コミュニティ機

能、生涯学習機能等との複合化・多機能化による拠点形成を図っていくことが求め

られます。 

 

（２）小坂井エリア施設再編の基本的な考え方 

【施設再編の基本的な考え方】 

①庁舎周辺施設を機能統合し、「（仮称）小坂井コミュニティネットワーク構想」の実現を

進める。 

○小坂井庁舎、小坂井文化会館、小坂井生涯学習会館等の施設再編により、支所機能

とともに小坂井地区の文化・生涯学習機能が複合する「コミュニティネットワーク

構想」を実現します。 

②学校施設の改築・改修に合わせて、子育て支援機能を集約し地域拠点を創出する。 

○小坂井地区の学校施設の再編（改築又は改修）に合わせて、学校周辺の児童館、児

童クラブ、保育園を複合化し、地域毎の子育て支援を中心とした地域拠点を創出し

ます。 

【事業推進に当たっての基本的な考え方】 

○機能統合においては、施設の集約の視点ではなく、施設の諸室（機能）の集約を図

ることにより、重複機能の解消と施設量の縮減を図ります。 

○学校施設との複合となるため、施設の運営管理の視点を重視し、利用者が使いやす

く、且つ管理者が管理しやすい施設となるように、施設管理者と住民が一体となっ

た施設づくりを行います。 
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（３）プロジェクトの具体的な内容と施設再編イメージ 

① 庁舎周辺施設を機能統合し、「（仮称）小坂井コミュニティネットワーク構

想」の実現を進める。 

○支所機能のあり方検討を踏まえた小坂井庁舎の余剰スペースや小坂井文化会館、小坂

井生涯学習会館の施設等の活用や新たな施設整備などによる複合化、機能統合を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

センター機能、支所機能の検討

を踏まえた支所の施設活用等 

小坂井庁舎 

（仮称）小坂井コミュニテ

ィネットワーク構想 

機能転用・複合化 

 

小坂井生涯学習会館 

各庁舎の機能集約 

機能集約 

 

支所、文化会館との複合化、機能

統合 

小坂井文化会館等 

機能転用・複合化 

 
支所、生涯学習会館との複合化、

機能統合 

相互連携 
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② 学校施設の改築・改修に合わせて、子育て支援機能を集約し地域拠点を創

出する。 

○エリア内の小中学校（小坂井中学校、小坂井東小学校、小坂井西小学校）の計画的な改

築・改修を図ります。また、学校の改築・改修に合わせた学校施設の機能転用や多機能

化を推進します。 

○児童クラブ、児童館等の学校施設への複合化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）プロジェクトに伴う効果 

■庁舎周辺施設を機能統合し、「（仮称）小坂井コミュニティネットワーク構想」の実現を進

める。 

○新たな支所機能と子育て支援、高齢者・障害者福祉、生涯学習などの各種機能・サービス

が一体的・複合的に提供されることにより、利用者の利便性向上につながるとともに、子

どもや若者から高齢者まで地域での多世代の交流が促進されます。 

○機能統合による効率化の実現などにより、維持管理費用の削減が図られます。 

○機能統合により施設の用途廃止が発生した場合は、跡地活用による財政面への貢献も期待

できます。 

○老朽施設等の改築・改修による安全性の向上と災害時の対応能力の向上が図られます。 

■学校施設の改築・改修に合わせて、子育て支援機能を集約し地域拠点を創出する。 

○児童館、児童クラブなどの子育て支援施設・機能が学校教育機能と集約されることにより、

機能統合による相乗効果が期待でき、園児・児童・生徒、保護者の利便性の向上につなが

ります。 

○機能統合による効率化の実現などにより、維持管理費用の削減が図られます。 

○避難場所である学校施設の安全性向上による地域の防災機能及び災害時の対応能力の向

上が図られます。  

学校施設の改築・改修に合

わせた子育て支援機能集約

による地域拠点の創出 

改築又は改修 

機能集約・複合化 

 
複合化・多機能化 

 

小坂井中・小坂井東小・小坂井西小 

こざかい児童館 

単独での計画的な改築・改修 

 

機能転用・多機能化 

 

小坂井地区の児童クラブ 

他の施設と複合化 

複合化・多機能化 

 

単独での計画的な改築・改修 

 

小坂井地区各保育園 

改築又は改修  他の施設と複合化 

相互連携 
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（５）ロードマップ 

事業 当初５年間 ６～10年間 11年目以降 
①庁舎周辺施設

の機能統合
による「（仮
称）小坂井コ
ミュニティ
ネットワー
ク構想」の実
現 

   

②学校施設の改
築・改修に合
わせた子育て
支援機能集約
による地域拠
点の創出 

   

  

 

具体的な 
再編計画の 
検討・検証 

地域住民・
利用者等と
の合意形成 

老朽度
詳細調
査 

再編整備 再編整備 再編整備 

改修・改築 
施設の再編整備 

改修・改築 
施設の再編整備 

改修・改築 
施設の再編整備 

 

学校・地域住
民・保護者等
との合意形成 

再編計画 
検討 

中長期保全
計画に基づ
く改修計画
の検討 

相互連携 
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６．リーディング事業⑤ 音羽エリアの施設再編プロジェクト 

（１）エリアの状況と施設の適正配置及び保全に向けた課題 

【エリアの現状】 

○人口当たり施設量が多く、施設老朽化評価も低く、計画的な施設の維持更新など施

設量の適正化を進めていくことが必要です。 

○20 年後には、本市の人口は１万３千人以上も減少し、そのうち年少人口は５千人

あまりの減少となる見込みです。音羽エリアにおいてもエリア１割以上（約 1,000

人）の人口減少となり、50年後には、さらに人口減少が進むことと見込まれます。 

【適正配置及び施設保全に向けた課題】 

○音羽庁舎・音羽文化ホールの一層の有効活用を図るため、複合化・多機能化ともに

機能転用の可能性を検証し、新たな拠点形成を図っていく必要があります。 

○小中学校については、萩小学校については劣化度、老朽度及び耐久性評価が低く、

改善措置が必要ですが、地域開放などの機能向上・拡大を念頭に置いた、周辺施設

との再編整備を進めることが求められます。 

 

（２）音羽エリア施設再編の基本的な考え方 

【施設再編の基本的な考え方】 

①文化・生涯学習機能を集約し、「（仮称）音羽コミュニティネットワーク構想」の実現を

進める。 

○音羽庁舎、音羽文化ホール、音羽生涯学習会館等の機能統合により、音羽地区全体

を対象とする地区のコミュニティ拠点を形成します。 

②萩小学校の整備（改修）に合わせて施設再編を行い、地域コミュニティ機能を強化す

る。 

○萩小学校の整備（改修）に合わせて、萩小学校周辺の児童クラブ、保育園、地区市

民館、老人憩の家の複合化等を推進し、萩小学校区の地域コミュニティ形成の強化

に資する施設再編を推進します。 

【事業推進に当たっての基本的な考え方】 

○機能統合においては、施設の集約の視点ではなく、施設の諸室（機能）の集約を図

ることにより、機能重複の解消と施設量の縮減を図ります。 

○利用者の視点で使いやすい施設とするため、住民参加型の導入機能検討、施設づく

りのプログラムを導入します。 
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（仮称）音羽コミュニティ 

ネットワーク構想 

（３）プロジェクトの具体的な内容と施設再編イメージ 

① 文化・生涯学習機能を集約し、「（仮称）音羽コミュニティネットワーク構

想」の実現を進める。 

○支所機能のあり方検討を踏まえ、音羽庁舎の余剰スペースを有効活用（機能転用）しま

す。 

○音羽文化ホールと音羽生涯学習会館等との機能統合、多機能化による施設集約を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

音羽庁舎・音羽文化ホール 

音羽生涯学習会館 

支所機能の検討を踏まえた余剰

空間活用 

支所周辺施設間の機能統合の検討 

機能転用・多機能化 

 

機能転用・多機能化 
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② 萩小学校の整備に合わせて施設再編を行い、地域コミュニティ機能を強化する。 

○萩小学校の早期改修を推進します。 

○萩小学校の改築・改修に合わせた学校施設の機能転用や多機能化を図り、周辺の児童

クラブ、保育園等の学校施設への複合化を推進します。 

○地区市民館や老人憩の家（白萩荘）の学校施設への複合化や地域への譲渡を検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）プロジェクトによる効果 

■文化・生涯学習機能を集約し、「（仮称）音羽コミュニティネットワーク構想」の実現を進

める。 

○同種機能の統合により効率化が図られるとともに、機能統合によって利用者の利便性向上

や地域での多世代の交流が促進されます。 

○機能統合による効率化の実現などにより、維持管理費用の削減が図られます。 

○機能統合により施設の用途廃止が発生した場合は、跡地活用による財政面への貢献も期待

できます。 

○支所機能とコミュニティ機能の複合により災害時の対応拠点としての活用、地区の災害時

の対応能力の向上が図られます。 

■萩小学校の整備に合わせて施設再編を行い、地域コミュニティ機能を強化する。 

○老朽化した学校施設の改築・改修により、安全性の向上及び教育環境の向上が図られます。 

○小学校へ複合化した場合は、保育園、児童クラブ等の子ども関連施設が集約され、機能統

合による相乗効果が期待でき、園児・児童・生徒、保護者の利便性の向上につながります。 

○機能統合による効率化などにより、維持管理費用の削減が図られます。 

○避難場所である学校施設の安全性向上による地域の防災機能及び災害時の対応能力の向

上が図られます。  

白萩荘 

萩小学校 

萩地区市民館 

萩小学校の整備に伴う施設再編、

地域コミュニティ機能強化 

改修 

他の施設と複合化、又は地域へ譲渡 

萩小学校児童クラブ 萩保育園 

集約型 

 

分散型 

 

地域へ 

 

複合化・多機能化 

 

地域へ譲渡 

 

機能転用・多機能化 

 

計画的な改築・改修 
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（５）ロードマップ 

事業 当初５年間 ６～10年間 11年目以降 

①文化・生涯学
習機能を集約
し、「（仮称）
音羽コミュニ
ティネットワ
ーク構想」の
実現 

   

②萩小学校の整
備に合わせて
施設再編を行
い、地域コミ
ュニティ機能
強化 

   

  

庁舎再編
案検討 

 

地域住
民・利用
者等との 
合意形成 

庁舎周辺施設の再編・整備 

小学校 
改修計画 

 

周辺施設
再編計画 

学校・地域
住民・保護
者等との合
意形成 

施設改修 
・再編 

施設改修 
・再編 
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７．リーディング事業⑥ 御津エリアの施設再編プロジェクト 

（１）エリアの状況と施設の適正配置及び施設保全に向けた課題 

【エリアの現状】 

○20 年後には、本市の人口は１万３千人以上も減少し、そのうち年少人口は５千人

あまりの減少となる見込みです。 

○御津エリアでも１割以上（約 1,600 人）の人口減少となり、50 年後には、さらに

人口減少が進むことと見込まれます。 

【適正配置及び施設保全に向けた課題】 

○地区内の小中学校の劣化度、老朽度は比較的良好です。生涯学習会館、老人憩の家

をはじめとしたコミュニティ施設の劣化度、老朽度が進んでおり、交流拠点として

の機能のあり方について検証することが求められます。 

○御津庁舎については、国機関への貸付等により一定のスペースを活用しているもの

の、将来においては余剰スペースを抱えることが懸念されます。周辺施設との複合

化・多機能化を通じた適正配置と交流機能等の向上による拠点形成を検討していく

ことが求められます。 

 

（２）御津エリア施設再編の基本的な考え方 

【施設再編の基本的な考え方】 

①御津地区の庁舎、文化・生涯学習、コミュニティ機能を集約し、「（仮称）御津コミュニ

ティネットワーク構想」の実現を進める。 

○御津庁舎、御津生涯学習会館、御津文化会館等の機能統合により、御津地区全体を

対象とする地区のコミュニティ拠点を形成します。 

○地区市民会館や老人憩の家について、地域への施設譲渡、他施設との複合によりコ

ミュニティ施設の再編を図ります。 

【事業推進に当たっての基本的な考え方】 

○機能統合においては、施設の集約の視点ではなく、施設の諸室（機能）の集約を図

ることにより、機能重複の解消と施設量の縮減を図ります。 

○利用者の視点で使いやすい施設とするため、住民参加型の導入機能検討、施設づく

りのプログラムを導入します。 

○コミュニティ施設の地域への譲渡については、地域住民と十分な合意形成のもと実

施します。 
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（仮称）御津コミュニティネット

ワーク構想 

市内各庁舎の機能集約 

（３）御津エリアの施設再編プロジェクトの具体的な内容と施設再編イメージ 

 御津地区の庁舎、文化・生涯学習、コミュニティ機能を集約し、「（仮称）御

津コミュニティネットワーク構想」の実現を進める。 

○支所機能のあり方検討を踏まえた御津庁舎の余剰スペースや御津生涯学習会館、御津

文化会館等の施設の活用や新たな施設整備などによる複合化、機能統合を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政機能の集約、支所機能の検

討を踏まえた支所の施設活用等 

御津庁舎 

御津生涯学習会館 

機能転用・複合化 

 支所、生涯学習会館との複合化、

機能統合 

機能集約 

 

御津文化会館 

再編・複合化 

 

地区市民館 

老人憩の家 

地域へ譲渡 

 

児童館 

計画的な改築・改修 

 

計画的な改築・改修 

 

御津福祉保健センター 

機能転用・複合化 

 支所、生涯学習会館との複合化、

機能統合 

計画的な改築・改修 

 
御津体育館 
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（４）プロジェクトによる効果 

○同種機能の統合により効率化が図られるとともに、機能統合によって利用者の利便性向上

や地域での多世代の交流が促進されます。 

○機能統合による効率化の実現などにより、維持管理費用の削減が図られます。 

○機能統合により施設の用途廃止が発生した場合は、跡地活用による財政面への貢献も期待

できます。 

○支所機能とコミュニティ機能の複合により災害時の対応拠点としての活用、地区の災害時

の対応能力の向上が図られます。 

 

（５）ロードマップ 

事業 当初５年間 ６～10年間 11年目以降 

御津地区の庁
舎、文化・生
涯学習、コミ
ュニティ機能
を集約し、
「（仮称）御津
コミュニティ
ネットワーク
構想」の実現 

   

  

中長期保
全計画に
基づく改
修計画の
検討 

庁舎の具体的な 
再編計画の 
検討・検証 

改修・改築  地域譲渡 

地域住民・利
用者等との合

意形成 

庁舎周辺 
施設の 

再編・整備 

老朽度詳
細調査 
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第５章 計画推進の課題 

１．計画の進行管理 

（１）施策の推進（PDCA） 

豊川市公共施設適正配置計画に基づく計画的なマネジメントを推進するため、施設のラ

イフサイクルと政策立案、予算化、実施に至るプロセスを一体的に連動させ、個別の事業計

画の立案、事業の実施、施設状況の評価・分析、見直しといった公共施設におけるＰＤＣＡ

（plan,do,check,action）サイクルを機能させる仕組みやルールづくりを関連部署との連

携のもとに進め、施設を最適な状態で管理・運営し続けるマネジメントサイクルを確立し

ます。 

図表 PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リーディング事業の推進 

リーディング事業については、10 年間の計画期間において、前期・後期の５年毎に定め

たロードマップに基づき、全庁的な連携体制のもと、地域住民や関係機関等と協働し、重点

的・優先的な推進を図っていきます。 

  

豊川市公共施設適正配置計画 

PLAN（計画） 

DO（実施） 

CHECK（検証） 

ACTION（改善） 
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（３）10年間のスケジュールと見直し期間 

短期的には、適正配置計画を踏まえ、中長期保全計画及び公共施設等総合管理計画を策

定するとともに、必要性を考慮した中で公共施設構造体耐久性調査を継続的に実施し、こ

れらを踏まえた上で短中期的なスケジュールにおいてリーディング事業を推進します。 

また、適正配置計画は、事業の進捗状況や社会経済情勢、地域・市民ニーズの変化などを

踏まえるとともに、総合計画実施計画との連携から 3 年毎に見直し・更新を図り、継続的

に推進していきます。 

 

（４）総合計画や行政経営改革との関連性 

第６次総合計画（現在策定中）の基本構想において「まちづくり目標」や「施策６【地域・

行政】に公共施設の適正配置と長寿命化の推進」を位置付けるとともに、行革経営改革プラ

ンと相互にリンクさせ、三位一体の計画として一層の推進を図っていきます。 

 

図表 総合計画や行政経営改革との関連性 
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２．計画の推進体制 

（１）市民と行政が共に進める公共施設適正配置計画 

公共施設適正配置を進める上で重要な点は、本計画の適正配置基本方針で定めている

ように「施設重視から機能優先への転換と多機能化・複合化の推進」を進めていくこと

です。行政においても、用途の異なる公共施設の多様な機能を見渡し、部局横断的に適

正配置を進めることが重要です。 

また、公共施設は、設置目的や業務内容に従って多くの方々に利用されていますが、施

設における利用者をはじめとした皆さまの意見は様々です。開館時間や利用料金、設備

内容など利用のし易さの点から求めがある一方、受益者負担の適正化の観点や、より効

率的な管理運営を求めるご意見、地域間での施設配置のバランスなど利用者の公平性を

損なわないことも大事とする意見などもあります。 

また、公共施設は当初に掲げられた設置目的や業務内容に従ったサービスだけでなく、

災害時の避難所指定をはじめ多様な機能を持ち、地域における市民生活を支える基盤で

あり、これからの市民、地域にとって本当に大切な公共施設は何かを、市民・地域と行

政とが共に考えていくことが大変重要です。 

公共施設適正配置は、人口規模等に応じた公共施設の需要と供給のアンバランス是正

の問題への対応として、財政負担の縮減と支出の平準化の取組により持続可能な行財政

運営を行っていくことが出発点であり、大きな目標であります。公共施設適正配置にか

かる行政の責務として、限られた財源の最大限に活用させるよう、多面的な検証を重ね

た上で、「選択と集中」による優先度を明確にした、適切な財源配分のプランを示してい

かなければなりませんが、効率性のみに固執するのではなく、社会環境の変化も踏まえ

て、必要な行政サービスを確実に提供していくことを念頭に置かなければなりません。

行財政及び公共施設を取り巻く実情を市民に開示し、行政と市民が双方の理解を深め、

より良い公共施設のあり方、適正配置を目指します。 

現在も本市では、地区市民館等の運営面において、地域の自治会の方々への指定管理

者制度による委託を行うなど地域が主体となった施設運営を進めているほか、公園等の

維持管理におけるアダプト制度の推進など、自助・共助・公助の考えに基づく運営体制

を進めています。「自助」とは、個々の力でできることは個々が行うこと、「共助」とは、

皆の力を合わせればできることは皆で行うこと、この場合の皆とは、地域をはじめとし

た比較的小単位の集団です。そして、公助とは、皆の力を合わせてもできないことは、

より大きな単位、つまり市行政などで行うというものです。公共施設適正配置を進める

上でも、構想・計画づくりから運営まで見据えて、広範な合意形成を得ながら、行政と

市民とがお互いの役割を適切に分担して、地域をより良いものにしていく動きを進めて

まいります。  
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① 市民協働や官民連携のための情報開示と合意形成 

適正配置計画の推進にあたっては、市民協働や官民連携の前提として、市民をはじめと

する広範な合意形成を図ってきます。 

具体的には、公共施設適正配置計画策定委員会での議論を踏まえ、多機能化・複合化を中

心に今後10年以内に実施する重点取組について、ワークショップ等を通して「まちづくり」

の視点からのモデル的な施設再編の検討を市民等との協働のもとで展開していくとともに、

各種情報提供についても積極的に行っていきます。 

 

【これまでの取り組み】 

・市民アンケートの実施（平成 25年度） 

・計画策定経過の透明化や情報開示 

・マンガでわかる公共施設適正配置計画（平成 26年８月）  

↓ 

【平成 27年度以降の取り組み（予定）】  

○情報発信の強化・充実 

（例）広報紙・ホームページなどによる情報提供 

   公共施設マネジメントに関するニュースの作成・配布 

   ＳＮＳ等の通信ツールを活用した情報の受発信 

計画策定経過（委員会等）の透明化や情報開示 

マンガでわかる公共施設適正配置計画（続編）の発行 

シンポジウム・講演会の開催 など 

 

○幅広い市民との協議・合意形成 

（例）アンケートの実施 

   説明会・セミナー・意見交換会の開催 

   ワークショップの開催 など 

 

○民間の創意、活力の結集 

（例）事業提案・プロポーザルコンペの実施 

   公民連携（ＰＰＰ）・ＰＦＩ手法の活用 

など 

 

 

  

など  

  

まちづくり市民ヒアリングの様子 

まちづくり中学生会議の様子 
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② 市民・事業者の役割 

適正配置計画の推進にあたっては、市民、事業者、行政がそ

れぞれの役割と責務を果たしつつ、相互に連携・協働していく

ことを基本とします。 

 

＜市民の役割＞ 

市民には、適正配置計画に基づく公共施設マネジメントに取り組む必要性や目的を共有

していただき、取り組みへの理解と協力、主体的な参画をしていただくことが期待されま

す。 

特に、地域住民が主な利用者となる施設については、「地域住民のための施設」という観

点から日々の利用と合わせ、地域住民が主体的に施設の維持管理・運営を行うことで、ニー

ズやアイデアを直接反映させることができたり、柔軟な対応による市民サービスの向上、

また地域自治の面から地域のコミュニティの促進も期待できることから、地域の市民力を

活かした施設の維持管理・運営を推進していきます。 

 

＜事業者の役割＞ 

市民のライフスタイルの多様化に伴い、市民の公共施設に対するニーズも多様化してお

り、それらの多様なニーズに対応する施設運営を行うには、多くの費用や様々なノウハウ

が必要になることから、効率よく質の高いサービスが提供できる民間事業者を活用するこ

とが求められています。 

そのため、事業者には、以下のような方向性を念頭に置きつつ、適正配置計画に基づく公

共施設マネジメントへの提案や主体的な事業参画が期待されます。 

○既存公共施設の維持管理や運営を民間事業者に委ねる 

○民間が持つ建物を使用し、公共サービスを展開する 

○施設統廃合による余剰となった土地・建物の活用を民間事業者へ委ねる 

 

公民連携（ＰＰＰ）の取り組みとしては、以下の手法が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定管理 

公設民営 

・設計・施工一括発

注方式 

（デザインビルド） 

 

・定期借地活用 

・ＰＦＩ 

 

・公共施設等運営権

制度 

（コンセッション） 

 

・官民共同事業 

 

・第三セクター方式 

公共事業 民間事業 

公民連携（PPP）には、ＰＦＩ事業をはじめ、指定管理者制度、公設民営、包括的民間委

託など様々な手法があります。また、PFI事業が停滞するなか、公共施設等運営権制度

（コンセッション方式）の導入などを盛り込んだ PFI法改正（平成 23年 5年）が施行さ

れるなど、新たな公民連携事業が活性化することが予想されます。 

民間委託 
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（２）平成 27年以降の実施体制 

公共施設を総合的に企画・管理・活用するための経営活動を進めるというファシリティ

マネジメントの本旨に基づき、公共施設マネジメントに市組織全体で有機的かつ継続的に

取り組む体制づくりを進めます。 

 

① 営繕部分との連携（庁内組織） 

公共施設の営繕・改修、維持保全にかかるコスト予測に基づく保全計画の確実に遂行する

ため、企画部門での政策立案、財政部門での予算編成にあたって、公共施設ファシリティマ

ネジメントを担う管財部門との連携を強化します。 

また、同じく管財部門と、実際の改修・保全等の施工及び維持保全の業務の現場とが最適

に連携する組織づくりを目指します。 

 

 

図表 営繕部分との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

公共施設の

適正配置 

 

 

予防保全重視によ

る長寿命化対策 
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専門家との連携 

学識経験者、建築士 

各種団体を代表する者 等 

② 実行体制（WG）の考え方 

豊川市行政経営改革推進本部会議を最上位の組織とし、ファシリティマネジメント推進

会議を継続的に運営するとともに、公共施設等総合管理計画及び中長期保全計画等の検討・

策定に合わせた組織を適宜設置し、全庁的な連携の下で各種ワーキンググループ（以下、WG

とする）が有機的・機動的に実行していく組織づくりを目指します。さらに、学識経験者、

建築士や各種団体を代表する者等の専門家との連携からより一層のファシリティマネジメ

ント業務の推進を図ります。 

 

図表 実行体制（WG） 

  
豊川市行政経営改革推進本部会議 

「豊川市公共施設適正

配置計画」 

 

「公共施設等総合管理計画」 

 

報告・指示

市長（本部長） 副市長（副本部長） 教育長 病院事業管理者 部長級（本部員） 

ファシリティマネジメント推進会議

総務部次長級（会長） 課長級（会員） 

仮）公共施設等総合管理計画推進会議 

総務部次長級（会長） 課長級（会員） 

報告・指示

事務局：総務部管財契約課 

報告・調整 報告・調整

重点取組施設・ 

モデルエリア WG 

「豊川市中長期保全 

計画」 

 
施設保全WG 

インフラ・プラント系WG 

ハコモノ系（施設保全）WG 

報告・指示

等 

報告・指示

等 
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（参考） 

平成 26 年度豊川市公共施設適正配置計画策定委員会委員名簿 

 

    

職名 氏 名 所  属 区分 

委員 

◎ 阿部 聖 愛知大学 教授 学識 

○ 松島 史朗 豊橋技術科学大学 教授 学識 

恒川 和久 名古屋大学 准教授 学識 

松下 紀人 豊川商工会議所 専務理事 各種団体 

早川 久代 ひまわり農業協同組合 理事 各種団体 

小田 伊佐浩 豊川市教育委員会 委員長 各種団体 

伊奈 克美 豊川市社会教育審議会 委員 各種団体 

寺部 佳宏 豊川市連区長会 副会長 各種団体 

川上 陽子 豊川市老人クラブ連合会 副会長 各種団体 

鈴木 冷子 
豊川市文化のまちづくり委員会 

委員長 
各種団体 

 ◎ 委員長 

 ○ 副委員長 
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平成 26 年度豊川市公共施設適正配置計画策定の経緯 

 

年月日 会議 内容 

７月 ３日 第１回策定委員会 

・公共施設適正配置計画策定業務の概要及び必要

性について 

・公共施設の配置状況について 

・今後１０年間の建替え及大規模改修を要する施

設候補について 

・先進事例 

８月 ７日 第２回策定委員会 

・第１回策定委員会での意見について 

・公共施設適正配置に向けた“３つの重点取組”と

“２つの横断戦略”について 

９月 ４日 
第３回策定委員会 ・市内公共施設の現地視察について 

９月１１日 

１０月２８日 第４回策定委員会 
・第２回策定委員会での意見について 

・公共施設適正配置計画の共通方針（案）について 

１２月２２日 第５回策定委員会 
・第４回策定委員会での意見について 

・モデルエリア及び重点取組施設の評価について 

２月１２日 第６回策定委員会 

・第５回策定委員会での意見について 

・公共施設適正配置計画のリーディング事業及び

計画推進の課題について 

・公共施設適正配置計画報告書（案）について 
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用語解説 

あ行 

インフラ 

インフラストラクチャーの略で、水道や道路網などの社会基盤のこと。 

ＮＰＯ 

Nonprofit Organization の略で、特定非営利活動を行うことを目的として、特定非営利活動法人特

定非営利活動促進法に基づいて県などの認証を受けて設立された法人のこと。 

ＳＮＳ 

Social Networking Service の略で、インターネット上の交流を通して社会的ネットワーク（ソーシ

ャル・ネットワーク）を構築するサービスのこと。 

か行 

決算 

4 月から翌年 3月までの 1年間を 1 会計期間として損益を算出すること。 

構造体 

柱やはりなど建物の長寿命化に直接影響する建物自体の荷重や地震や風などの外力を支える各部材

のこと。 

公民連携（ＰＰＰ） 

Public-Private Partnership の略。公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを PPP（パ

ブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）と呼ぶ。PFIは、PPP の代表的な手法の一つ。

PPP の中には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）方式、さらに包括的民間委託、

自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 

コミュニティ 

地域の住民同士が相互交流して生活している場所、あるいはそのような住民の集団を指す。地域コ

ミュニティとも言う。 

公共施設等運営権制度（コンセッション方式） 

利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を

民間事業者に設定する方式 

公共施設等総合管理計画 

地方自治体が所有する全ての公共施設等（学校、河川、道路等）を対象に、地域の実情に応じて、総

合的かつ計画的に管理する計画のこと。 

さ行 

事業スキーム 

事業が成立しうる枠組みを伴った計画のこと。 

民間施設の利活用 

自治体は施設を所有せずに、民間が所有する施設を借りることで代替する方法。 

指定管理者制度 

平成 15 年の地方自治法の一部改正により導入された制度のことで、民間の事業者、NPO 法人などを

含めた広い範囲の団体から公募し、事業計画や収支計画などの提案内容から判断して、施設の管理者

を決めていくことができるようになった。官民連携手法の一つである。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%9C%9F%E9%96%93
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設計・施行一括発注方式（デザインビルド） 

設計（デザイン）と施工（ビルド）を一括して発注する方式。業務仕様の段階から民間のノウハウを

反映させた企画提案を受け、より効果的で性能・品質を兼ね備えた価値ある業務や建物の実現が可能

になる。 

総合計画 

市の最上位の計画で、本市においては第 5 次計画が 27 年度までとなっていることから、現在第６次

計画を策定中。 

た行 

第三セクター 

国や地方公共団体（第一セクター）と民間事業者（第二セクター）との共同出資で設立された法人の

こと。 

耐震性 

建物が地震に耐えるための性能のこと。 

多機能化 

多機能化とは、一つの建物の中に複数の異なる機能などを持たせることで、複合化とも言う。多機能

化の長所には、施設間の相乗効果を生み出すこと、施設のランニングコストの軽減を図ること、公共施

設の総量を圧縮することができることがある。 

長寿命化 

計画的に改修することで、建物の構造体の劣化が進行を遅らせ、長期間使用すること。 

定期借地活用 

平成 4 年に施行された新借地借家法により制定され、従来の借地権と異なり、当初定められた契約

期間で借地関係が終了し、その後の更新はない。活用として、土地は自治体が保有し、それを民間事業

者が事業用定期借地し、建物を建設すること。 

トータルコスト 

整備コストだけでなく施設の維持等にかかる費用も含めたコストのこと。本計画では、施設の整備

コスト（イニシャルコスト）に、改修コスト（ランニングコスト）を加えたコストのこと 

は行 

バリアフリー 

施設の環境が原因となって施設を使うことができない障害を取り除いて、環境を整備するというこ

と。具体的には段差のない出入口や通路、手すりの取付、車いす利用者のための通路幅やトイレの設

置、エスカレーター、エレベータの設置などがある。 

ＰＤＣＡサイクル 

ＰＤＣＡサイクルとは、計画（Ｐｌａｎ)を、実行（Ｄｏ）し、評価（Ｃｈｅｃｋ）して、改善（Ａ

ｃｔｉｏｎ）に結びつけ、その結果を次の計画に活かすプロセスのこと。 

ＰＦＩ 

Private Finance Initiative の略。公共施設などの設計、建設、維持管理・運営などに民間の資金

とノウハウ（経営能力および技術的能力）を活用し、効率的かつ効果的な公共サービスを利用者に提

供することを目的とした官民連携手法。また、施設所有権の移転時期による区分と支払方法による区

分がある。 

ファシリティマネジメント 

米国で生まれた経営手法で、不動産（土地、建物、構築物、設備等）すべてを経営にとって最適な状

態（コスト最小、効果最大）で保有し、運営し、維持するための総合的な管理手法」と定義される。企

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E5%96%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
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業や官公庁、営利・非営利を問わず、業務遂行において不動産を利用する組織を対象とした施設の管

理・運用手法。自治体などの公的機関で取組むＦＭを「公共ＦＭ」と言う。 

プロポーザルコンペ 

主に業務の委託先や建築物の設計者を選定する際に、複数の者に企画を提案してもらい、その中か

ら優れた提案を行った者を選定すること 

ま行 

マネジメント 

本計画では、さまざまな資源や資産・リスクなどを管理し、経営上の効果を最適化しようとする手法

のことで使用している。 

や行 

予防保全 

施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有無や兆候を事前に把握・予

測することで計画的に改修を行い、故障による停止や事故を防ぎ、建築物の部材を適切に保全する方

法のこと。 

ら行 

ライフサイクルコスト（LCC） 

建物の一生に必要な費用のことで、建物の設計・建設費などの初期投資（イニシャルコスト）、施設

での事業を運営するために必要なコスト（施設運営コスト）、施設の維持管理に必要な改修から解体ま

で建物にかかるコスト（施設維持コスト）となる。 

リニューアル 

リフォームのような一般的な改修から性能・機能向上を図るリノベーションまでの幅広い改修まで

を含んだ施設の改善のこと。 

わ行 

ワーキンググループ（WG） 

特定の問題の調査や計画の推進のため設けられた部会のこと。本計画においては、豊川市役所内の

横断的な組織として記載。 

ワークショップ 

それぞれのテーマについて、参加者が意見を持ち寄り、出し合って、合意形成を図りながらまとめて

いく会議方式。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
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